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I. 事業概要 

 

1. 背景 

総務省統計局の人口推計によると、令和５年（2023 年）10 月１日時点の国内の人口は１億 2,435 万 2

千人であり、内、日本人人口は 1 億 2119 万人であった。出入国在留管理庁は令和５年６月末の在留外

国人数を 322 万 3,858 人と公表しており、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年からの２年間

は在留者数も減少したが、現在、在留外国人数は過去最高を更新している。 

在留外国人の増加とともに、高齢化も進んでいる。令和５年（2022 年）１月１日の総務省「住民基本台

帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」の統計によると、65 歳以上の外国人高齢者は 203,564 人と外国

人住民の 6.80%を占め、日本における外国人住民の高齢化社会に突入しようとしている。 

 

図表 1 国内の日本人と外国人の人口と高齢化率 
 

合計 0～64 歳人口 65 歳以上人口 高齢化率 

日本人 122,423,038 86,737,648 35,685,383 29.1％ 

外国人 2,993,839 2,790,235 203,564 6.80％ 

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」より「令和５年住民基本台帳年齢階級別人口」 

※注：年齢別の数字には、日本人人口７名、外国人人口 40 名の年齢不詳者は含んでいない。 

 

これまで、外国人高齢者は、オールドカマーと呼ばれる在日韓国、朝鮮の方々や中国残留邦人一世

の方が中心であり、それぞれの二世、三世を中心に支援が行われてきた。現在は、その二世も高齢化し

ており、外国人高齢者の状況もオールドカマーからニューカマーへ、一世から二世・三世へと変化してい

る。外国人高齢者については、政府の外国人の受入れ方針や施策が大きく影響することから、年代によ

って外国人高齢者のルーツや状況が一定ではないところが特徴である。今後は、日本人の高齢者人口

がピークを迎え、減少しはじめるタイミングに、現在受入れを加速している外国人材の高齢化がはじまると

考えられる。外国人高齢者の多くは「永住者」や「定住者」等の身分・地位の在留資格と考えられる。現在、

外国人材の受入れは、永住申請に該当しない「技能実習」や「特定技能１号」が積極的ではあるが、分野

によっては「特定技能２号」の受入れが開始し、介護分野においても介護福祉士を取得すれば、在留資

格「介護」に切り替えることができ、将来的に日本で生活する外国人は増えることが想像される。一方で、

外国人高齢者の支援は経験がない自治体や施設・事業所が多く、外国人高齢者への適切な支援や体

制づくりが社会全体で行われているとは言いがたい状況と考えられる。 

上記の問題意識のもと、令和４年度老人保健健康増進等事業「外国人高齢者に対する効果的なケア

のために外国人介護人材が果たす役割に関する調査研究事業」（以下、「令和４年度事業」）では、国内

の外国人高齢者の受入れ事例、外国人の在留が多い地域での介護の状況をもとに、外国人高齢者に対

して介護を行う際の配慮や、外国人介護人材が外国人高齢者に対して果たす役割について調査を行っ

た。調査の結果、母語を話すことができる、母国の文化を理解している等の外国人介護人材は外国人高

齢者のニーズ把握がしやすくなり、効果的なケアを実施しやすいことがわかった。また、外国人介護人材

を受け入れている事業所では、多様な価値観や柔軟性があるため、外国人高齢者を受け入れやすい環

境にあることも明らかとなった。 

また、外国人介護人材の中には、施設・事業所内で介護職員として外国人高齢者を支えるだけでなく、
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管理職となる者、外国人高齢者とのコミュニケーションにおいて通訳の役割を果たす者、介護職の経験を

活かしケアマネジャーとして活躍する者、地域での介護予防サロンの取組を行う者等、様々な活躍の事

例があり、外国人介護人材の更なる活躍や可能性が見出された。一方で、調査の結果からは、多くの施

設・事業所では外国人高齢者の実態が把握されておらず、外国人集住地域であっても外国人高齢者の

受入れにあたっては課題があることも浮き彫りになった。 

 

2. 目的 

本調査研究事業では、令和４年度事業の課題も踏まえ、施設・事業所内だけでなく、外国人介護人材

として外国人住民のニーズ把握、介護保険制度の周知、地域資源の発掘等、地域づくりに貢献している

者等にも着目した。これらの外国人高齢者に対する支援の取組や活躍の事例を集めることで、外国人高

齢者に対するより包括的な支援の在り方や外国人介護人材の役割を明らかにすることを目的とした。 

また、令和４年度事業のアンケート調査の自由記述では、多くの施設・事業所から、「外国人高齢者に

ついて学ぶ場があるのであれば参加したい」「今後に備えて他施設の事例を知りたい」という意見が多くあ

った。そのため、本調査研究事業で集めた事例や取組は、外国人集住地域を中心に、今後、外国人高

齢者の支援に関わる人々に役立ててもらえるよう、広く周知し、展開することを目的に事例集として取りま

とめることとした。 

 

3. プロジェクトアプローチ 

本調査研究事業がテーマとする外国人高齢者と外国人介護人材の相関や外国人高齢者に対する支

援の取組は、先行調査も少なく、まだ実態把握が不十分な分野である。 

令和４年度事業を踏まえ、当該課題に知見を有する学識者・有識者の協力を得ながら、外国人介護人

材が地域に住む外国人高齢者への包括的な支援・サービス提供に果たす役割について、ヒアリング調査

等から事例を収集した。さらに、令和５年度事業では、ヒアリングに協力いただいた団体の交流会等の参

加、外国人高齢者へのヒアリングを実施し、より実態を把握することを目指した。 

 

 図表 2 本調査研究事業の全体像 
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4. 本調査研究事業で使用する用語の整理 

本調査研究事業における「外国人高齢者」と「外国人介護人材」の定義について、先行調査や本調査

研究事業で明らかにしたいことを参考に、以下の通り、整理を行った。本調査研究事業では、「外国人高

齢者」と「外国人介護人材」を下記の定義として用いている。 

 

＜外国人高齢者＞ 

外国籍の高齢者のほか、帰化して日本国籍を取得した者等の日本国籍を有していながら外国につな

がる背景をもつ者を指す。 

• 外国籍の者 

• 帰化して現在は日本国籍の者 

• 中国残留邦人（一世、二世等） 

• 国際結婚によって生まれた日本国籍を有する者（国外、外国語での生活経験がある者に限る） 

 

＜外国人介護人材＞ 

介護職として就労できる４制度に加え、すでに「永住権」を取得している者や「日本人の配偶者等」とし

て在留している外国籍の介護職を指す。 ※「 」は在留資格 

• EPA 介護福祉士候補者、EPA 介護福祉士：「特定活動」 

• 在留資格「介護」 

• 介護職種の「技能実習」 

• 介護分野の「特定技能」 

• 介護職として就労している「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」等 

• 介護事業所でアルバイトをしている「留学」 

 

5. 実施概要 

① ヒアリング調査１（団体ヒアリング） 

外国人高齢者やその支援の実態を把握するため、外国人の在留が多い地域等において、外国人高

齢者への情報提供や支援等のために活動している団体や事業所等にヒアリングを実施した。 

併せて、外国人介護人材を受け入れている事業所等には、外国人介護人材がもたらす効果について

確認した。  
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図表 3 団体・事業所等ヒアリング先 
 

地域 ヒアリング対象 種別 

1 北海道札幌市 Hokkaido Multinational Support Community 地域活動 

2 群馬県邑楽郡大泉町 社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会 

大泉町地域包括支援センター 

地域 包括支 援

センター 

3 東京都千代田区 特定非営利活動法人 国際活動市民中心

（CINGA） 

地域活動 

4 東京都新宿区 在日韓国人福祉会 地域活動 

5 神奈川県川崎市 社会福祉法人 青丘社 事業所等、地域

活動 

6 愛知県名古屋市 株式会社 張福祉コンサルティング 地域活動 

7 愛知県豊田市 愛知県高齢者生活協同組合  

高齢者生協ケアセンターほみ 

事業所等 

8 大阪府大阪市 コモンフルール 

（運営会社：有限会社西都ハウジング） 

地域活動 

9 大阪府大阪市 社会福祉法人 四恩学園 事業所等 

10 徳島県徳島市 健祥会グループ 事業所等 

（計 10 団体、都道府県順） 
※「種別」は、便宜的に「事業所等（各介護保険サービス事業所）」「地域包括支援センター」「地域活動（ボランティア団体や介護保険サ

ービス外の事業）」で分類している。ヒアリング先によっては複数のサービスを展開している場合があるが、本ヒアリングにおいて対象とした

サービスを「種別」には記載している。 

 

② ヒアリング調査２（外国人高齢者ヒアリング） 

外国人高齢者の支援やニーズの実態を把握するため、介護サービスや支援を受ける外国人高齢者や

その家族に対してもヒアリングを実施した。 

 

図表 4 外国人高齢者・家族等ヒアリング先 
 

地域 ヒアリング対象 国籍 

1 群馬県伊勢崎市 SIEMPRE GENKI の参加者 ブラジル１名、ペルー１名 

2 東京都新宿区 在日韓国人福祉会の参加者 韓国３名 

3 愛知県豊田市 ケアセンターほみの利用者・家族 ブラジル２名、ペルー１名 

 

③ 事例集の作成 

令和５年度及び令和４年度事業で集めた事例や取組は、外国人集住地域を中心に、今後、外国人高

齢者の支援に関わる人々に役立ててもらえるよう、広く周知し、展開することを目的に事例集として取りま

とめた。 
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図表 5 事例集の目次  

ページ 目次 記載事例 

1-2 はじめに ― 

3 本事例集の構成 

本事例集の対象者 

― 

4 活用場面 

用語の定義 

― 

5 知る 多文化高齢社会ネットかながわ（TKNK） 

6 在留資格の紹介 

7 CINGA 

8 出入国在留管理庁 外国人生活支援ポータル

サイト 

8 ダイバーシティ・マイスター養成講座の「異文

化間交流プログラム」HP 

8 異文化「終活」セミナー（外国人高齢者と介護

の橋渡しプロジェクト） 

9-10 伝える 株式会社 Seina Corporation 

11-12 外国人高齢者と介護の橋渡しプロジェクト 

13-14 つなぐ 横浜市霧が丘地域ケアプラザ 居宅介護支援

事業所 

15 大泉町地域包括支援センター 

16 京都市東九条地域包括支援センター 

17-18 ケアする 愛知県高齢者生活協同組合 高齢者生協ケ

アセンターほみ 

19 京都外国人高齢者・障がい者生活支援ネット

ワーク・モア 

20 在日コリアン高齢者支援センターサンボラム 

21-22 神戸定住外国人支援センター 

23 集う いくのコーライブスパーク 

24 Hokkaido Multinational Support Community 

25-26 在日韓国人福祉会 

27 社会福祉法人 青丘社 

28 結びにかえて コモンフルール（コラム） 

29-30 メッセージ  
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④ 事例報告会の開催 

自治体や施設・事業所、住民等に外国人高齢者の課題や今後の支援の在り方等について知る機会を

提供することや、外国人高齢者の支援に関わる有識者等のつながりをつくることを目的に、「外国人高齢

者の支援に関する事例報告会」を開催した。 
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図表 6 事例報告会の概要 

報告会名 外国人高齢者の支援に関する事例報告会 

開催日時・場所 
令和 6 年（2024 年）３月４日 10:00-12:00 

いくのコーライブスパーク B 棟１階 多目的室 

参加者数 参加者数 21 名、本調査研究事業の構成員・オブザーバー11 名 

プログラム 

 開会挨拶 / 閉会挨拶 

 在留外国人を取り巻く現状 

 外国人介護人材の活躍紹介 

 「いくのパーク」の活動紹介 

 事例紹介 

 「高齢者生協ケアセンターほみ」の事例紹介 

 「社会福祉法人奉優会 横浜市霧が丘地域ケアプラザ居宅介護支援

事業所」の事例紹介 

 アメリカでの日本人介護の事例紹介 

 パネルディスカッション 

＜ファシリテーター＞ 

 J コンサルティング合同会社 代表 高橋 恵介氏 

＜パネリスト＞ 

 社会福祉法人池田さつき会 特別養護老人ホーム ポプラ上新庄  

副施設長 オルカ マリシェル マテラ氏 

 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 企画戦略局  

リサーチコーディネーター 進藤 由美氏 

 NPO 法人 IKUNO・多文化ふらっと 理事・事務局長 宋悟氏 

 社会福祉法人奉優会 横浜市霧が丘地域ケアプラザ居宅介護支援事

業所 介護支援専門員 李 牧遥氏 

 

6. 実施体制 

① ワーキンググループの設置 

本調査研究事業を効果的に実施するため、「介護」と「外国人」両方に精通する学識者、有識者等によ

るワーキンググループを下記の体制で設置した。オブザーバーについては、各ワーキンググループにゲ

ストとして招き、取組内容に関する事例報告、ならびにテーマを設けて意見交換を実施した。 
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図表 7 ワーキンググループ構成員 

氏名 所属先 

淺野 幸子 公益社団法人 大阪介護福祉士会 会長 

伊藤 優子 龍谷大学 短期大学部 社会福祉学科 教授 

金 美辰 大妻女子大学 人間関係学部 人間福祉学科 教授 

白井 孝子 学校法人滋慶学園 東京福祉専門学校 副学校長 

進藤 由美 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

企画戦略局 リサーチコーディネーター 

高橋 恵介 J コンサルティング合同会社 代表 

田島 香代 社会福祉法人 奉優会 経営企画統括本部 理事 統括本部長 

二渡 努  東北福祉大学 総合福祉学部 社会福祉学科 講師 

（計８名、敬称略、五十音順） 

 

図表 8 オブザーバー 

氏名 所属先 

小澤 エリサ 株式会社 Seina Corporation 代表取締役 

オ ル カ  マ リ シ ェ ル 

マテラ 

社会福祉法人 池田さつき会 

特別養護老人ホーム ポプラ上新庄 副施設長 

木下 貴雄 外国人高齢者と介護の橋渡しプロジェクト 代表 

宋 悟 特定非営利活動法人 IKUNO 多文化ふらっと 理事・事務局長 

本間 隆 厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 室長補佐 

武井 栄衛 厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 外国人介

護福祉士支援係長 係長 

前川 葵 厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 外国人介

護福祉士支援係 

木下 大輔 厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 外国人介

護福祉士支援係 

（敬称略、五十音順） 

 

図表 9 運営事務局（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所） 

氏名 所属先 

奈良 夕貴 先端技術戦略ユニット マネージャー 

保坂 真名 先端技術戦略ユニット コンサルタント 

前田 皓平 先端技術戦略ユニット コンサルタント 
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② ワーキンググループの開催 

本調査研究事業では、有識者を通して外国人高齢者の実態を広く周知し、関係者間のネットワ

ークを強化するため、ワーキンググループは各地域で活動するオブザーバーとの意見交換、事業

所の視察等を併せて各地域で実施した。 

 

図表 10 ワーキンググループの開催概要 
 

エリア 日時 会場 オブザーバー 

第１回 東京都 

千代田区 

令和５年 

8 月 18 日（金） 

株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ経営

研究所 

－ 

第２回 群馬県 

伊勢崎市 

令和５年 

10 月２日（月） 

公益財団法人 群馬県勤労福祉セン

ター 

小澤 エリサ 氏 

第３回 愛知県 

名古屋市 

令和６年 

１月 22 日（月） 

公益財団法人 名古屋国際センター 木下 貴雄 氏 

第４回 大阪府 

大阪市 

生野区 

令和６年 

３月４日（月） 

特定非営利活動法人 IKUNO・多文化

ふらっと いくのコーライブスパーク 

オルカ マリシェル  

マテラ 氏 

宋 悟 氏 
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II. 地域における外国人介護人材の役割 

 

1. 外国人介護人材の状況 

① 外国人介護人材の受入れの状況 

現在、介護分野で外国人人材を受け入れることができるルートには、「特定活動（EPA）」、「在留資格

「介護」」、「技能実習」、「特定技能」の４つが存在する。「特定活動（EPA）」は経済連携協定を締結してい

る国が限られていることから在留者数の伸び率は大きくないが、それ以外の在留資格の人数は、創設さ

れる度に増加している。正確な数字（推移）を捉えることは困難であるが、各機関の情報を総合すると、令

和４（2022）年 12 月末時点で約４万人の外国人介護人材が就労していると考えられる（図表 11）。また、

「特定技能」の人数は、令和５（2023）年 12 月時点末で、28,400 人と公表されていることから、現在はさら

に増えているであろう（図表 12）。 

なお、これらの数字には、４制度以外は含まれていない。すでに日本に在留している「永住者」や「日本

人の配偶者等」等の身分・地位の在留資格（「特別永住者」も含む）、資格外活動で就労している「留学」

や「家族滞在」の在留資格を加えると、さらに多くの外国人介護人材が就労していることになる。 

 

図表 11 外国人介護人材数の推移（グラフ） 

 

出典：EPA、在留資格「介護」は「在留外国人統計」（出入国在留管理庁）、技能実習は「職種・作業別 在留資格「技能実習」に係る在

留者数」（法務省）、特定技能は「特定技能在留外国人数」（出入国在留管理庁）より 

注： 

 「在留外国人統計」は 12 月末時点の数値である。 

 「技能実習」の「職種・作業別 在留資格「技能実習」に係る在留者数」は、12 月末時点の数値である。令和２（2020）年度以前

は職種別の在留者数が明らかではないことから空欄としている。 

 「特定技能」は 12 月末時点の数値である（出入国在留管理庁が「特定技能在留外国人数 第 4 表」として公表。 

 「EPA」は、EPA 介護福祉士候補者と EPA 介護福祉士、EPA 看護師候補者と EPA 看護師の総数である。なお、EPA の家族帯

同者は 454 名である。 
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EPA以外は平成29年（2017年）以降受け入れた仕組みであるが、在留者数は年々増加傾向にある。現在、「技能実習」
と「特定技能」の在留者数はどちらも15,000人を超えている。

９. 外国人介護人材数の推移

3,126 
3,608 

3,969 3,820 
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3,713 

18 185 
592 
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10,284 

14,228 

19 
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EPA 介護

技能実習 特定技能

出典：EPA、在留資格「介護」は「在留外国人統計」（法務省）、技能実習は「職種・作業別在留資格「技能実習」に係る在留者数」（法務省）、特定技能は「特定技能在留外国人数」（出入国在留管理庁）より
注：
• 「在留外国人統計」は12月末時点の数値である。
• 「技能実習」の「職種・作業別在留資格「技能実習」に係る在留者数」は12月末時点の数値である。令和２（2020）年度以前は職種別の在留者数が明らかではないことから空欄としている。
• 「特定技能」は12月末時点の数値である（出入国在留管理庁が「特定技能在留外国人数 第4表」として公表。
• 「EPA」は、EPA介護福祉士候補者とEPA介護福祉士、EPA看護師候補者とEPA看護師の総数である。なお、EPAの家族帯同者は454名である。

人
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図表 12 外国人介護人材数の推移（数値） 

  ＥＰＡ本人 介護 技能実習 特定技能 

  在留外国人統計 在留外国人統計 

職種・作業別 在留

資格「技能実習」に

係る在留者数 

特定技能在留外国人

数 

2017 年 6 月末 3,226       

2017 年 12 月末 3,126 18     

2018 年 6 月末 3,722 177     

2018 年 12 月末 3,608 185     

2019 年 6 月末 4,166 499     

2019 年 12 月末 3,969 592 － 19 

2020 年 6 月末 3,465 1,324 － 170 

2020 年 12 月末 3,820 1,714 － 939 

2021 年 6 月末 3,589 3,064 － 2,703 

2021 年 12 月末 3,963 3,794 10,284 5,155 

2022 年 6 月末 3,721 5,339 15,011 10,411 

2022 年 12 月末 3,713 6,284 14,228 16,081 

2023 年 6 月末 3,870 8,093 14,751 21,915 

2023 年 12 月末 － － － 28,400 
 

出典：EPA、在留資格「介護」は「在留外国人統計」（出入国在留管理庁）、技能実習は「職種・作業別 在留資格「技能実習」に係る在

留者数」（法務省）、特定技能は「特定技能在留外国人数」（出入国在留管理庁）より 

注： 

 現時点で数値が公表されていないものについては「－」としている。 

 「EPA」は、EPA 介護福祉士候補者と EPA 介護福祉士、EPA 看護師候補者と EPA 看護師の総数である。公益社団法人国際

厚生事業団の「2024 年度来日 経済連携協定（EPA）に基づく受入れ説明会」の資料「EPA に基づく外国人看護師・介護福祉

士候補者受入れの枠組み、手続き等について」によると、令和 5（2023）年 1 月 1 日時点の EPA 看護師・介護福祉士候補者等

の都道府県別就労人数は合計 3,561 名（看護師候補者等 304 名、介護福祉士候補者等 3,257 名）である。 

 

図表 13 在留資格一覧 

 
出典：出入国在留管理庁「在留資格一覧表」を加工 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html 

注： 

 「介護」「特定技能」「技能実習」「特定活動」は、介護職として就労が認められている在留資格 

 「身分・地位に基づく在留資格」の４つと「留学」「家族滞在」でも、介護職として就労することが可能である。 
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「出入国管理および難民認定法」に定める在留資格一覧

【就労が認められる在留資格（活動制限あり）】

外交 外国政府の大使、公使等及びその家族

公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族

教授 大学教授等

芸術 作曲家、画家、作家等

宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等

高度専門職（1号・2号） ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者・管理者等

法律・会計業務 弁護士・公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師等

研究 政府関係機関や企業等の研究者等

教育 高等学校・中学校等の語学教師等

技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学講師等

企業内転勤 外国の事務所からの転勤者

介護 介護福祉士

興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等

技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等

特定技能（1号・2号） 特定産業分野の各業務従事者

技能実習
（1号・2号・3号）

技能実習生

【就労の可否は指定される活動によるもの】

特定活動
経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等、外交官
等の家事使用人、ワーキングホリデー等

永住者 永住許可を受けた者

日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子

永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している
実子

定住者 日系３世、外国人配偶者の連れ子等

【身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）】

文化活動 日本文化の研究者等

短期滞在 観光客、会議参加者等

留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生

研修 研修生

家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者・子

【就労が認められない在留資格】 ※

※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。

*¹ 12分野（介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用
工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食）、特定技能2号は「建設」「造船・
舶用工業」の2分野のみ
*² 87職種159作業（令和5年3月31日時点）

出典：出入国在留管理庁「在留資格一覧表」を加工
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

介護職として就労することを認められた在留資格は「介護」「特定技能」「技能実習」「特定活動（EPA）」であるが、身分に基づく在
留資格にも多くの外国籍の介護福祉士が存在すると考えられる。
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② 活躍する外国人介護人材 

外国人介護人材は年々増加しており、４制度の中でも介護職としてキャリアを積む者や、管理職となる

者、他職種に転換する者等、外国人介護人材のキャリアパスは様々となっている。令和４年度に公益社

団法人日本介護福祉士会が実施した「在留資格「介護」の実態把握及び活躍支援に向けた調査研究事

業」1では、全国の介護福祉士として活躍する外国人介護職員の来日から現在までの状況が示されてい

るが、ユニットリーダーとして活躍する者や、後輩の外国人介護人材の育成に関与する者が紹介されてい

る。特に、介護福祉士を保有する外国人介護人材は、今後、介護分野を牽引していく中核人材としての

活躍が期待され、施設・事業所を超えた地域における役割も果たしやすいと考えられる。 

現時点では、４制度の外国人介護人材が外国人高齢者のケアに直接的に関与している事例は少ない

が、ヒアリング先では、「留学」の在留資格で来日した後に介護職としての経験を積み、外国人高齢者へ

の支援に携わっている事例が確認できた。このことから、４制度の外国人介護人材が今後、同様の道を進

むことは十分に考えられる。 

 

【ヒアリング先等で確認された外国人介護人材の歩み（一例）】 

 「留学」で来日 → 「技術・人文知識・国際業務」で介護職・介護支援専門員として就労 → 

「永住者」で介護支援専門員として中国残留邦人等を支援につないでいる 

 「留学」で来日 → 「日本人の配偶者等」で介護職として就労 → 地域の韓国籍高齢者の居

場所作りを行う 

 「特定活動（EPA）」で来日 → 介護職として就労 → 「永住者」で管理職として就労、母国の

後輩たちのロールモデルとなる 

 「日本人の配偶者等」で来日 → 介護職として就労 → 「永住者」で南米出身者向けの介護

予防教室を実施する 

 

【今後増えると考えられる外国人介護人材の歩み】 

 「留学」で来日 → 「特定技能」や「介護」として介護職として就労  

→「介護」として介護職としてのキャリアを積む 

→「技術・人文知識・国際業務」や「永住者」等として、相談員や介護支援専門員として就労 

 

＜在留資格の変遷＞ 

 

 

 

 

                             

 
1厚生労働省 令和４年度 社会福祉推進事業「専門性を活かして在留資格「介護」で働く 外国人介護職員 活躍事例

集」https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001118251.pdf 
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 「特定活動（EPA）」や「技能実習」等で来日 → 介護職として就労 

→「特定活動（EPA）」や「介護」として介護職としてのキャリアを積む 

→「技術・人文知識・国際業務」や「永住者」等として、相談員や介護支援専門員として就労 

→母国で看護師資格を保有している場合、「医療」で看護師として就労 

→「留学」で社会福祉士や精神保健福祉士等を取得 

 

＜在留資格の変遷＞ 

 

  

2. 外国人介護人材が地域に果たす役割 

介護職員は利用者や家族への個別支援を主たる業務として担うが、介護福祉士取得者は個別支援に

加えて「地域福祉の推進」の役割を担うことが期待されている。 

外国人高齢者のケアにあたっては、言語や文化の違いから、より個別性の高い配慮や対応を必要とさ

れる場合がある。外国人介護人材は、介護福祉士取得の有無に限らず、外国人高齢者の尊厳や自立し

た日常生活の保持に必要な対応をしやすい状況にあり、「個別支援」「地域福祉の推進」ともに重要な役

割を有していると考えられる。このため、本調査研究事業では、外国人介護人材が「地域福祉の推進」の

観点から果たす役割について検討を行った。 

 

① 地域包括ケアシステムと地域共生社会における外国人介護人材の位置づけ 

我が国では、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができる地域包括ケアシステムの構築を目指している。厚生労働省が示す第９期介護保険事業（支

援）計画の基本指針においても、外国人介護人材は地域包括ケアシステムを支える介護人材として位置

付けられており、外国人介護人材への期待が見られる。さらに、「外国人材の受入れ・共生のための総合

的対応策（令和５年度改訂）」（令和５年６月９日開催 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議）

でも、共生社会の基盤整備に向けた取組として、外国人も共生社会を支える担い手となるような仕組みづ

くりが掲げられており、「介護福祉士資格の取得を目指す外国人留学生への奨学金の給付等の実施」が

施策として示されている。 

これらのことから、外国人介護人材は、地域社会において担い手としての役割があることがわかる。 

 

② 日本介護福祉士会の倫理綱領と行動規範 

外国人介護人材には、複数の在留資格の者がおり、それぞれ就労目的が異なる。その中でも、介護福

祉士を保有している者は専門性が高く、施設・事業所においても、地域においても果たす役割は大きいと

考える。 

日本介護福祉士会の倫理綱領では、７つの項目のうちの１つとして、「地域福祉の推進」が宣言されて
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おり、介護福祉士の職業倫理として、地域住民と積極的に接することや、理解が得られるよう働きかけ、介

護力強化に協力する態度が求められていると言える。また、より具体的な倫理上の行動指針を示すため、

会員が取るべき行動に係る倫理基準（行動規範）が示されており、地域福祉の推進（地域の社会資源の

把握・開発、地域住民との連携、地域福祉への積極的な参加、地域の介護力の増進等）が挙げられてい

る。 

 

■日本介護福祉士会倫理綱領（1995 年 11 月 17 日宣言） 

（地域福祉の推進） 

 6. 介護福祉士は、地域において生じる介護問題を解決していくために、専門職として常に積極

的な態度で住民と接し、介護問題に対する深い理解が得られるよう努めるとともに、その介護力の

強化に協力していきます。 

 

■日本介護福祉士会 倫理基準（行動規範） 

（地域福祉の推進） 

介護福祉士は、地域の社会資源を把握し、利用者がより多くの選択肢の中から支援内容を選ぶ

ことができるよう努力し、新たな社会資源の開発に努めます。 

介護福祉士は、社会福祉実践に及ぼす社会施策や福祉計画の影響を認識し、地域住民と連携

し、地域福祉の推進に積極的に参加します。 

介護福祉士は、利用者ニーズを満たすために、係わる地域の介護力の増進に努めます。 

 

③ 外国人介護人材の業務範囲 

「地域福祉の推進」は、介護福祉士が担う役割として求められているが、本調査研究事業の構成員から

は、外国人介護人材に限らず日本人職員であっても、地域福祉の推進を実施できているとは言い難いと

の意見があった。特に、外国人介護人材の在留資格、就労するサービス種別や地域の状況によっては、

実際に対応できる範囲は異なることが想定された。 

たとえば、在留資格の「技能実習」であれば、介護の技術に関する技能移転が主目的となるため、どの

サービス種別においても技能移転が適切に行われるよう業務範囲が定められている。このため、「利用者

の心身の状況に応じた介護」を実践できるレベルや、「認知症や障害等の利用者特性に応じた介護に関

する知識の修得」は技能実習３号（技能実習開始から３年め以降）の試験範囲及び業務範囲とされている。

介護は一つ一つの行為を切り出しできるものではないことから、業務範囲にどこまで含めるか一定の裁量

はあると考えられるが、技能実習生が率先して地域の状況を把握し、高齢者のケアに活かす、社会資源

を開発することは難しい側面がある。 

また、サービス種別では、訪問介護、通所介護、小規模多機能型居宅介護等は、地域との関わりが身

近であり、地域福祉の推進に貢献できる機会が多い傾向にあると考えられるが、入所系サービスではお

祭りやイベント等以外に地域と交流する機会が少ない傾向にあると考えられる。さらに、「訪問介護」は、

現在、身分・地位の在留資格をはじめ、「特定活動（EPA）」の介護福祉士取得後（ただし、受入れ機関等

に対して一定の留意を求めている）、在留資格「介護」しか認められておらず、もっとも人数の多い「特定

技能」や「技能実習」の就労は認められていない。このため、特に、介護福祉士取得前の外国人介護人
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材が行う業務範囲においては、地域との関わりは少ないのが実態である。 

一方で、利用者の心身の状況に応じた介護の提供にあたっては、利用者の背景や環境を踏まえたエ

ンパワメント支援（利用者がもつ経験や知識・特技等自身のもつ強みを引き出し、生きがいや社会とのつ

ながりをもって自己実現できる支援）が必要であり、介護福祉士に限らず、全ての介護職が有する考え方

とも言える。本調査研究事業のオブサーバーである小澤エリサ氏は、「自身が行っていることについて、ど

こからどこまでは介護福祉士の業務と決めるのは難しい」と話している。本調査研究事業においては、「地

域との関わり」を業務範囲に限定せず、介護に携わる者として必要な役割として捉え、外国人介護人材も

可能な範囲で「地域福祉の推進」に寄与することが求められると整理した。 

 

④ 外国人介護人材と地域との関わり 

外国人介護人材が直接的に地域と関わりを持つことは難しい面はあるものの、介護施設・事業所が行

う地域貢献や公益的な取組に加わることで、地域との関わりを深めることができる。多くの外国人集住地

域は､核となる人がいる、母国に対応する様々なサービスが充実しているからこそ、継続的に人が集まる

場合がある。現在は、比較的若い人を中心に住みやすさ、働きやすさが重視されている部分もあるだろう

が、今後は、老後の住みやすさとして、母国の文化等に配慮した介護サービス事業所や多言語に対応し

ている病院等がある地域が選ばれる可能性は高い。また、当事者へのヒアリングからは、「地域のサービ

スは外国人を排除はしていないものの、参加しづらい」との声が聞かれた。そこに外国人介護人材がいれ

ば、参加はしやすくなると考えられる。一つ一つの具体的な取組を通して、外国人介護人材及び外国人

介護人材が働いている施設・事業所は、地域包括ケアシステムや地域共生社会に貢献していくことが可

能であると考える。 

 

＜地域との関わり例 ： ワーキンググループでのご意見＞ 

 施設が福祉避難所の役割を担っているところでは、避難訓練を地域住民と一緒に行っていると

ころがある。災害時に外国籍住民はより弱者になりやすいことから、外国人介護人材が加わるこ

とで配慮事項を検討しやすい。 

 地域住民に向けた介護保険の説明会、家族向けの介護教室、避難訓練等を通して、施設と住

民が関わっている場合、その後、相談に来るケースが多い。 

 施設の１階を地域住民も集える憩いの場としている。外国人介護人材と住民が触れあうことで、

双方にとって多様な価値観の創造につながる。 

 地域のお祭りでは、出店することが多いが、利用者をお祭りに連れ出すこともあり、その際に外

国人介護人材と利用者と地域の関わりが生まれる。 

 福祉系高校の生徒に、就職前に外国人介護人材の状況を知ってもらうため、出前授業を実施

している。 

 運営会議に、外国人介護人材にも参加してもらっている。 
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III. ヒアリング調査 

 

1. 調査概要 

本調査研究事業では、外国人高齢者やその支援の実態を把握するため、外国人の在留が多い地域

等において、外国人高齢者への情報提供や支援等のために活動している団体や事業所等にヒアリング

を実施した。外国人介護人材を受け入れている事業所等には、外国人介護人材がもたらす効果につい

ても確認した。加えて、外国人高齢者の支援やニーズの実態を把握するため、介護サービスや支援を受

ける外国人高齢者やその家族に対してもヒアリングを実施した。 

  

2. 団体ヒアリング 

① 調査対象 

外国人高齢者への情報提供や支援等のために活動している団体や事業所等 
 

地域 ヒアリング対象 種別 

1 北海道札幌市 Hokkaido Multinational Support Community 地域活動 

2 群馬県邑楽郡 

大泉町 

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会 

大泉町地域包括支援センター 

地域包括支援センター 

3 東京都千代田区 特定非営利活動法人 国際活動市民中心

（CINGA） 

地域活動 

4 東京都新宿区 在日韓国人福祉会 地域活動 

5 神奈川県川崎市 社会福祉法人 青丘社 事業所等、地域活動 

6 愛知県名古屋市 株式会社 張福祉コンサルティング 地域活動 

7 愛知県豊田市 愛知県高齢者生活協同組合  

高齢者生協ケアセンターほみ 

事業所等 

8 大阪府大阪市 コモンフルール 

（運営会社：有限会社西都ハウジング） 

地域活動 

9 大阪府大阪市 社会福祉法人 四恩学園 事業所等 

10 徳島県徳島市 健祥会グループ 事業所等 

（計 10 団体、都道府県順） 

※「種別」は、便宜的に「事業所等（各介護保険サービス事業所）」「地域包括支援センター」「地域活動（ボランティア団体や介護保険サ

ービス外の事業）」で分類している。ヒアリング先によっては複数のサービスを展開している場合があるが、本ヒアリングにおいて対象とした

サービスを「種別」には記載している。 

 

② 調査方法 

訪問の上、対面でのヒアリングを実施（1、2、10 のみ WEB にて実施） 

③ 調査時期 

令和５年（2023 年）９月～12 月 

④ 調査項目 

 主な調査項目 

 活動経緯 
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 活動内容 

 利用者の状況 

 外国人介護人材の状況 

 地域の状況について 

 外国人高齢者特有のニーズ 

 支援にあたっての工夫や課題 

 実際の支援事例 

 同国籍や同じ言語を話す者が対応することの効果 

 地域や行政に求めること     等 

 

⑤ 倫理的配慮 

本事業では、ヒアリング依頼時に事業の趣旨を説明し、同意を得たうえで実施した。また、報告書及び

ガイドブックの内容は、ヒアリング先に確認したうえで掲載している。 

  





 

19 

 

 主なトピックは「健康」に関するものである。健康に関するさまざまなトピックについて、11 のセミ

ナーやワークショップを行った。 

 精神面、健康面、健康的なライフスタイル、ケアマネジャーの役割、札幌にある外国人住

民のための緊急医療サポートシステム、アルツハイマー病と認知症の理解 等 

 「シニアライフ」にも力を入れている。日本の年金制度や介護保険制度に関するセミナーを２、３

回開催した。介護保険制度は複雑で、メンバーもまだ勉強中である。高齢者住宅のバスツアー

に参加したこともある。 

 「終活」にも焦点を当てている。セミナーの講師には専門家を招き、生前贈与や遺言、相続をテ

ーマにした講演、税制や金銭管理に関する一般的なプレゼンテーション、ミニマリズムについて

の講演、家を建てるための不動産購入の入門ワークショップ等を行った。 

 

＜Social＞ 

 社交イベントやピクニック形式の集まりを開催。世界各国の料理と参加者や招待客によるエンタ

ーテイメントを楽しむ。20 人以上が参加し、ゲームも行った。 

 

＜活動の工夫＞ 

 セミナーやワークショップは日本語と外国語の二か国語で開催している。資料も二か国語で作

成し、より多くの情報が行き届くように努めている。 

 介護保険制度はとても複雑で、１回のセミナーやプレゼンテーションで理解することは困難なた

め、継続的に取り上げていく必要があると考えている。 

 

＜課題＞ 

 メンバーが高齢になってきており、これからもっと若者に働きかけていこうと考えている。日本人

でも世代が違うと話が通じないことがある。本質的には英語の問題ではなく、コミュニケーション

の問題である。 

 予算の確保が当面の課題となっている。会費は一人当たり年間数千円であるため会費だけで

は賄いきれず、助成金の申請を検討している。 

 介護保険制度に関する調査や視察、周知をする必要性を感じているが、予算が足りず実施で

きずにいる。ほとんどの会員はまだ介護や介護保険申請に直面していないが、近い将来対処し

なければならない時が来る。そのため団体としても支援していかなければならないと考えている。 

 

＜地域との関わり＞ 

 日本の団体やグループとも交流したいと考えており、会員と北海道インターナショナルスクール

（HIS：Hokkaido International School、札幌市豊平区）の学生、家族と一緒に、共同主催でアク

ティブ・エイジング［人びとが歳（年）を重ねても生活の質が向上するように、健康と参加と安全の

チャンス（機会）を最適化していく過程のこと］のための活動を行った。 

 日本で余生を送ろうと考えている外国人を支援する団体（Counterpoint）と連携している。 

 Counterpoint (https://counterpointjapan.wixsite.com/my-site-6) 

 札幌留学生交流センター（札幌市豊平区）、公益財団法人札幌国際プラザ（札幌市中央区）と



 

20 

 

連携、情報共有している。 

 

（３） 外国人高齢者に必要な支援等について 

 定年退職後や施設での生活を余儀なくされたときに、外国人が生活できる施設やフロアがある

と理想的であり、友人や家族と趣味を通じた活動等ができるとよい。日本に家族のいない外国

人や、家族がいても負担になりたくない人もおり、外国人を歓迎して受け入れてくれる老人ホー

ムがあるとよい。 

 英語で対応可能な老人ホームがあると、外国人高齢者は安心できる。ケアマネジャーが英語を

話せると希望が伝わりやすい。 

 「在留外国人は、いずれ母国に帰るだろう」と思っている人がいるが、長年日本に住んでいれば、

母国に帰ってもカルチャーショックを受けるであろうことは容易に想像でき、日本で最期を迎え

たいと思っている外国人高齢は増えている。人生をずっと札幌で過ごしたいと願っている外国

人高齢者がいることを知ってほしい。 
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難しい説明を母語ですると、トラブルを軽減できる効果がある。 

 一方で、これまで言葉が通じる職員がいることを、施設選びの絶対条件にする方はいなかった。

日本語を多少話せる外国人高齢者が多く、ケアマネジャー側から外国語の対応ができる施設

を提案した上で、確かにそういった施設がいいと納得して利用するケースが多かった。 

 

＜外国人高齢者の支援における工夫・配慮＞ 

 介護サービス利用開始時の通訳 

 日本語が不自由な方が介護サービスの利用を開始する際は、トラブルを防ぐため、契約、

導入時にほとんどの場合通訳を付ける。 

 介護予防把握事業にて高齢者宅を訪問しており、その際困っている外国人高齢者がいれば、

日本人と同様に支援につなげている。 

 他サービスへの連携 

 外国人高齢者やその家族が介護サービスの理由をためらう背景には、経済的困窮のため

介護サービスの費用を払えないことが理由であることが多く、必要に応じて生活保護や社

会福祉協議会が実施する生活困窮者の自立支援事業等、関係各所につないでいる。社

会福祉協議会が、介護ベッドの寄付を募る等福祉用具のリユースをしているといった情報

も提供している。 

 

＜外国人高齢者の支援における課題＞ 

 外国人高齢者へのアクセスの難しさ 

 病院から紹介があり介護保険手続きの支援につながるケースや、警察や生活保護の担当

者から連絡があり介護につながるケースが多く、何も情報がない状態で地域包括が支援を

必要とする方にたどり着くことは難しい。 

 経済的な困窮 

 介護サービスを利用したくても、介護サービスの費用が払えず利用をためらうケースが多

い。ブラジル人、フィリピン人コミュニティがあり、コミュニティの中でなんとか介護している方

が多い。 

 経済的理由がある一方で、日本人よりも家族のつながりが強く、家族で介護をする文化も

根付いているようである。 

 言語の問題か、パーソナリティの問題か判断が難しいこと 

 支援は利用者に合わせて説明をしながら進めており、ほとんどの方がおよそ介護保険制

度を理解して、制度の中で解決している。しかし一旦トラブルが起きると、原因が言語の問

題か、本人や家族の理解不足か、パーソナリティの問題か分からず、対応に困難を感じる

ことがある。自分のやってほしいこと、困っていて解決してほしいことを主張する方がおり、

ルールの変更を希望する等のケースがある。 

 

＜今後、必要となる支援や環境整備＞ 

 地域包括支援センターにおける通訳者の配置 

 現在、通訳が必要となる場合は大泉町役場の通訳者や社会福祉協議会の職員が対応し
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ており、所属が異なるため訪問の対応はしていない。通訳者が訪問すれば、契約の際に

利用者が母語で説明を受けられ、本人の要望の意図を汲み取ることができる。 
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＜利用者状況＞ 

 （ア）～（オ）の５つの相談窓口全体で、１日あたり 100～300 件の相談に対応している。 

 在留外国人だけでなく、全国の国際交流協会や行政の窓口等で外国人からの相談に対応し

ている方（以下、外国人対応者）からの相談も多い。 

 

（２） 在留外国人（外国人高齢者含む）からの相談内容について 

 5 つの相談窓口ごとに、担当する専門家の分野によって相談者も相談内容も異なるが、在留資

格に関する相談が多い。 

 相談者が使用する言語は、日本語のほか、英語と中国語が多い。 

 近年、外国人高齢者から受ける相談件数は増えていると感じる。ニューカマーの高齢化が要因

ではないかと考える。 

 

＜外国人高齢者や介護等に関する相談事例や関わりについて＞ 

 行政から施設入居の手続き等に関する相談はあるが、外国人高齢者本人から直接相談を受け

ることはほとんどない。外国人介護人材本人からの相談もほとんどない。 

 「（エ）外国人対応者のための相談室」では、介護現場の管理者から、外国人の施設入所

希望があった場合はどのように対応をすればよいか相談を受けたことがある。 

 過去に外国人高齢者本人から相談を受けたケースでは、日本人と外国人の夫婦で、日本

人が認知症を患い意思疎通ができなくなったため、パートナーの外国人から、施設の入所

手続きや相続について相談を受けた。 

 外国人同士の夫婦の場合、日本語が分からないため、そもそも相談窓口を利用することはな

く、夫婦のどちらかが日本人であるケース等、日常生活で日本人と関わりのある方から相談があ

る。 

 永住者は、外国人コミュニティ等に属していないとサービスにたどりつけないことがある。 

 

（３） 外国人相談窓口及び外国人対応者における課題 

 2019 年度に、「外国人ワンストップ相談センター訪問キャラバン」として、全国各地にある約 60

か所のセンターや相談窓口を訪問し、コーディネーターや相談員に現場の状況や課題の聞き

取りを行った。同時に CINGA が中間に入って支援をする旨の説明を行った。 

 

＜外国人相談窓口に関する課題＞ 

 外国人がまず行政に連絡して相談することには、言語面、心理面等で高いハードルがあるこ

と。 

 そもそも日本語が分からない方は、相談窓口へのアクセスが難しい。 

 困ったことについて、いきなり電話をすることはハードルが高い。 
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＜外国人対応者に関する課題＞ 

 都道府県によって相談件数は大きく異なり、その要因の一つに「外国人対応者の質の差」が考

えられること。 

 外国人対応者に対して、十分な研修が不足していること。 

 国際交流協会の職員は、地域資源を知っており、相談事例も多いため、外国人相談に向いて

いると思われる。しかし、国際交流協会の職員は日本人が多く、外国人はあくまでも「通訳」とい

う役割で配置されているため、相談対応・ケースワークまですることができる外国人コーディネ

ーターが現状は少ないこと。 

 

＜今後必要な対応＞ 

 今後養成される「外国人総合支援コーディネーター」を各拠点に配置することで、CINGA に限

らず相談対応の質を向上させることが考えられる。 

 

（４） 自治体支援事例 

 社会福祉協議会から、外国人高齢者向けの何かに取り組みたいが、どこから手を付ければよい

か分からないという相談を受け、自治体にコンサルティングをしたケースもある。 

 2023 年に「ちよだボランティアセンター」の活動として、地域の外国人高齢者の孤独感解消を

目的としたボランティア活動をサポートした。 

 ボランティア活動に先立ち、多文化対応のボランティアを育成するための研修会を実施し

たところ、参加者の中に、芸術を媒体として行う心理療法の一つであるアートセラピーを日

本人高齢者向けに行っている方がいた。そこで外国人高齢者向けに、通訳を交えてアー

トを使って発語を促すアートセラピーを実施した。 
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 センターからの相談や、韓国にいる家族から日本に住む両親の介護に関する相談を受けて、

要支援者につながることがある。 

 在日韓国人やその家族からは、60 代に差し掛かり病気が少しずつ増える中で、このまま日本に

居続けて利用できる福祉制度があるか、安心して最期まで居られるかという相談が多い。 

 

＜外国人高齢者の支援事例１＞ 

 他区の地域包括支援センターから連絡があり、統合失調症の疑いがある在日韓国人の相談を

受けた。訪問したところ、歩けない状態で暴れて叫んでいた。韓国語で「オモニ（お母さん）」と

声をかけると落ち着き、話を聞くことができた。その結果、言いたいことが通じないので叫んでい

たことが分かり、統合失調症ではなくコミュニケーションに不自由があることが問題であると判明

した。 

 

＜外国人高齢者の支援事例２＞ 

 センターから「92 歳の韓国籍の男性が息子のいる韓国に帰ることを希望している」という相談を

受け、韓国に同行して２週間サポートを行った。 

 男性は以前から韓国に帰りたいという意向があったが、１か月前に急遽帰国が決まったため、

準備が不十分なまま韓国に向うこととなり、現地での支援のため同行した。 

 韓国ではキャッシュレス化が進んでおり現金が使えない、毎年改正される介護保険制度の把握

が難しい等、多くの困難が降りかかった。 

 長年日本で暮らしてきた在日韓国人が帰国すると、韓国の社会は移住前と何もかも変わっ

ており、大きなギャップを感じてしまう。改めて帰国することの難しさを実感した。 

 帰国するためには、各種手続きを含めて半年ほど準備期間が必要だった。 

 

＜同じルーツの職員が対応することの効果＞ 

 韓国人スタッフが対応することで、利用者の緊張感が薄れる。これは同じ文化背景や言語を共

有することによる安心感からくるものである。思っていることを伝えられるという安心感から、利用

者との信頼関係を早い段階から築くことができる。 

 日本人スタッフが声をかけるとあまり話さない方が、韓国出身のスタッフが「オモニ」と声をかける

だけで心を開いてくれることがある。 

 

＜外国人高齢者の支援における工夫・配慮＞ 

 外国人高齢者が集える居場所を作ること 

 福祉会に認知症の方が参加する時は、近所の方が付き添って一緒に来て参加してくれて

おり、参加者同士で見守りをしながら活動をしている。 

 福祉館の活動をとおして、支援団体としての認知度も高まっている。 

 

＜外国人高齢者の支援の課題＞ 

 支援を受ける必要があるが、支援が行き届いていない方が増えていること 

 福祉館等の居場所支援の場に来ることができずに自宅で孤立している方がいる。近隣住
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民からクレームを受けた不動産業者から、相談の連絡を受けるケースもある。 

 介護保険制度についての知識不足 

 在日韓国人の中には、介護保険制度があること自体を知らず、どのように介護をすればよ

いか分からない人が多くいる。そのため介護保険制度に関する勉強会を行ったが、ほとん

どの人は依然として制度を理解できないと話している。 

 

＜外国人高齢者のニーズ＞ 

 通院時の通訳 

 診察時に、医師とのコミュニケーションが上手に取れない方や心を開かない方がおり、韓

国語の通訳同行が必要である。通訳アプリだと言葉の認識部分で通訳が正しく認識場合

が多くある。 

 日本で安心して最期を迎えられるサービス 

 一人暮らしの方は孤立しがちであり、韓国語での訪問介護や施設等、最期まで面倒を見

てもらえるサービスの拡充が必要である。 

 

＜今後、必要となる環境整備等＞ 

 在日韓国人に適した入所型の施設・事業所の設置 

 在日韓国人の入居施設として、地域密着型のグループホームや、有料老人ホーム形式の

サービスがあるとよいものの、設立や運営には多額の資金がかかるという問題がある。 

 韓国語の分かるケアワーカーが所属している施設がほとんどない。韓国語を話せる日本人

職員は、体のケアはできても心のケアまですることはなかなか難しい。 

 母国語で初任者研修の受講や介護福祉士の資格が取得できる制度 

 日本語での初任者研修受講は韓国人にとって難易度が高く、韓国語で資格を取得できる

ように制度を見直す必要があるのではないかと考える。韓国語での資格取得により介護人

材の増加が期待でき、事業所では韓国人利用者の介護に特化できる。 
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アンにとって、介護保険サービスが身近なものとなった。 

 活動の実績に伴い、行政の相談窓口で、韓国の文化を尊重したサービスを提供している法人

として紹介されるようになった。 

 介護サービス「ほっとライン」を利用している外国人高齢者は、韓国・朝鮮 48 人、中国２人、フィ

リピン、ペルー、ブラジルが各１人である。 

 韓国・朝鮮 48 人の内訳は、訪問介護 18 人、地域密着型通所介護７人、認知症対応型通

所介護 10 人。 

 

＜トラヂの会＞ 

 トラヂの会は、1998 年に結成した在日コリアン高齢者交流クラブである。現在、登録者は約 70

名。 

 川崎区は、1910 年代より工業都市として発展し、それに伴い朝鮮人が労働者として移住してき

た経緯があり、長きにわたり在日コリアンが根付いた地域である。成人期まで朝鮮半島で育った

方々が日本に移住して働いてきたが、引退して時間ができてもレクリエーションスキルを学ぶ機

会がなかったため、余暇活動の場がなく、日本の高齢者事業からも外れて孤立していたため、

法人のプロジェクトとして外国人高齢者の交流行事に取り組んだ。 

 ふれあい館で実施している「ウリマダン」という識字学級の在日コリアン一世約 10 人が、「トラヂ

の会」の中心メンバーとなっている。 

 毎週１回開催しており、60 代から 90 代まで幅広い世代の約 40 人が参加している。日本語の体

操や母国の歌を歌う等、日によってプログラムは様々であり、旅行に行くこともある。参加者の口

コミが、デイサービスの利用者増加にもつながっている。 

 高齢者の孤立等精神的な問題が顕著になっており、元気なうちからの居場所づくりが求められ

ている。「トラヂの会」は、近い価値観を持った人たちの交流の場として機能している。 

 

＜外国人高齢者の支援における工夫・配慮＞ 

 利用者の文化に敬意を払い、謙虚な姿勢で接すること。 

 例えば、在日コリアンの利用者の自宅にヘルパーが訪問した際、韓国料理の作り方を教

えてもらったことで、大変喜ばれたことがあった。在日コリアン一世にとって母国の料理は

アイデンティティであり、ヘルパーの教えてもらう姿勢が嬉しかったのである。 

 在日コリアン高齢者は多様化し、世代や生活背景により考え方に違いがあることも多いため、ス

テレオタイプ化した対応は好ましくないこと。 

 一世は、アイデンティティが母国の文化に根付いているため、日本人が食べ物や言語、レ

クリエーションにおいて韓国文化に精通していると親しみを感じる。一方で二世以降は、韓

国文化に親しみを感じるかどうかは個人差があり、韓国人社会のサービスを受けることを望

まない人もいる。 

 「居場所」と「相談」をセットにした場を設けること 

 生活する場所に「居場所」と「相談」できる場がセットで存在することで、初めて相談をする

ことができる。その考えをふれあい館は大切にしてきた。 
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＜同じルーツの職員が対応することの効果＞ 

 言語の壁がないことで、第一段階での距離感がぐっと縮まる。タガログ語での会話が可能な職

員がおり、フィリピン人利用者とタガログ語でコミュニケーションを取っている。 

 

＜外国人高齢者のニーズ＞ 

 外国人に限らず、社会的に孤立してしまう人たちの問題を解消するには、元気なうちからの居

場所づくりが必要である。具体的には、日本に来て、日本語を学ぶ場や生活の拠り所となる「居

場所」と「相談」がセットになった環境のことである。「相談」については、どんな内容でも困ったと

きに相談できる窓口となることが大切である。 

 

＜今後、必要となる境整備等＞ 

 日本で老いを迎えるのか、母国で老いを迎えるのか、それぞれの家庭の経済状況や家族の状

況が違うため、選択できる環境をどこまで整えることができるのかは課題である。日本社会で労

働して生きてくれた外国人たちに、日本で老いを迎える上での選択肢を具体的に、わかりやす

く提示することが必要である。 
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れ、受け入れ体制を整える方が効率的である。また、外国人の育成だけでなく、日本人職員の

教育やフォローも欠かせないと考えている。問題が生じた際には、迅速に関係機関や他社に相

談し、アドバイスを求めるべきであると思われる。 

 レスポンシブコミュニケーションの職場環境を改善し、人材支援管理の観点から現場のマネジメ

ントが必要である。 

 

＜ワールドケアカフェ＞ 

 外国人介護人材を中心とした交流の場を提供している。外国で暮らすということは大変なことで

あり、張氏も来日して半年は環境の変化が負担となり、心身に影響があった。言語、生活習慣

の違い等、同じアジアでも異なる部分は多い。外国人介護人材が、オープンな形で学び、語り

合う場、思いを共有できる場が必要だと考え立ち上げた。 

 修士論文で、愛知県にある 100 人近い外国人介護人材を採用している医療法人の調査をした

際、複数の好事例があり、よい現場に勝るものはないと感じた。施設間で学び合うことも必要で

あると考え、ワールドケアカフェで交流の場を提供している。 

 ワールドケアカフェのつながりが発展して起業をする人がいたり、コラボレーションが生まれたり

しており、効果を感じている。 

 

（３） 外国人介護人材の定着について 

 外国人介護人材によっては、待遇が１万円でも変わると転職してしまうケースもある。特定技能

導入以降転職もしやすくなっており、外国人介護人材の定着が現場の課題となっている、 

 長期定着の要因は、国籍や家族の有無等によって異なるが、相談相手がいること、「ゆるいつ

ながり」の関係が大きく影響すると考えている。 

 外国人介護人材のニーズは、外国人の成長とともに変化する。そのため、現場の支援も成長に

合わせて変わっていかないといけない。 

 

＜コミュニケーションを増やす仕組み作り＞ 

 介護現場では、外国人に限らず、コミュニケーションを取る時間がない。記録に時間を取られ過

ぎている。時には雑談や記録に書けないような情報も、和むだけでなく利用者の理解に役立つ。 

 「円滑にオープンにコミュニケーションを取れるようになるにはどうしたらよいか」をテーマに研究

を行い、根拠となるデータを集め、アプリケーション等で提供していきたい。 

 

＜休憩室等ハード面の改善＞ 

 コミュニケーションのソフト面と合わせて、ハード面の改善が必要。施設に休憩室等リラックスし

たり気分をリセットしたりできる環境があることが大事である。休憩時間にしっかり休めるような空

間があれば、コミュニケーションも増える。 

 

（４） 外国人高齢者について 

 親が母国にいる場合、越境遠距離介護の状況となる。日本に住む外国人自身の仕事やメンタ

ル面のケアが課題となる。文化や言語の違いから、母国にいる親を日本に連れてくることは困
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難な場合が多い。外国人介護人材に対する育児休暇の取得や相談窓口の提供の必要性があ

る。 

 日本の生活に慣れている中国人は、日本の施設入居に対する抵抗感は少ないと思われるが、

施設内で中国語が話せないことは不便と感じる可能性がある。 

 

＜中国にルーツのある外国人高齢者のニーズ＞ 

 施設で母国語を使えることは、外国人高齢者にとって安心感につながると同時に、外国人介護

人材のやりがいにもつながる。大阪にある中国系の介護施設「夕阳红」に見学に行った際、サ

ービス全てが中国語で提供されており、レクリエーションも食事もテレビ番組も中国式で提供さ

れていた。日本で暮らしている外国人は必ず高齢になるため、介護現場のグローバル化は必

要である。 

 外国人専門のケアマネジャーがいると、より情報の提供やサービスの利用に繋がるので、育成

する工夫が必要である。 

 

（５） 地域の多文化交流について 

 外国人が日本人と交流し、友達を作ることができる、参加しやすい「日本語サロン」のような場が

あればよい。教科書で学ぶ「教科書の日本語」から、実生活で使う「生活の日本語」まで、住民

としての言語能力をスキルアップする必要がある。 

 地域住民との連携の場として、子ども食堂を参考にしたエスニック食堂の実現を目指している。

政府からの助成があれば、その実現および普及が容易であると考えている。 
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＜外国人高齢者の訪問介護サービス利用＞ 

 サービス開始当初は、知り合いの紹介による利用が多かった。現在ブラジル４人、ペルー３人の

外国人高齢者が訪問介護を利用している。 

 

＜外国人高齢者の支援事例＞ 

 ある利用者に病院へ同行した際、心不全による肺機能の疾患により、サービス利用開始時点で

余命３ヶ月であることが分かった。その利用者は家族と通院していたが、本人も家族も医師の日

本語の説明が理解できていなかった。 

 

＜同じルーツの職員が対応することの効果＞ 

 同国ルーツの職員は利用者の母国語を理解でき、共通の言語でコミュニケーションをとることで

真のニーズや感情を引き出しやすくなり、適切な支援の提供につなげることができる。 

 母国語が分かる職員にきつく当たる外国人高齢者には、担当をあえて日本人職員にする

こともある。 

 

＜外国人高齢者の支援における工夫・配慮＞ 

 介護サービスについて丁寧に説明し、理解してもらうこと 

 一部の外国人高齢者は、介護職を身の回りのことを何でも依頼できるお手伝いさんと勘違

いしており、介護のプロフェッショナルであることの理解が得られないことがある。その場合、

介護保険制度で決められたサービスの範囲内の対応となることを説明している。 

 外国人住民に対する地域活動への支援 

 地域住民が集まって協力し、日本語の文章を理解できない外国人へのサポートや、パソコ

ン操作のサポートを行っている。 

 地域でボランティアによる日本語教室が開催されており、「ケアセンターほみ」は、活動場

所を提供することで、支援している。 

 多文化共生の理念の共有・発信 

 「ケアセンターほみ」の職員が大学に講師として招かれ、多文化共生の講演を行うこともあ

る。 

 

＜外国人高齢者の支援の課題＞ 

 社会保険制度・介護保険制度についての理解不足 

 外国人の中には、日本の制度や文化に関する知識が不足しており、社会保険制度や介護

保険制度を理解できていない人も多い。特に制度の守備範囲やサービスについての知識

が不足している。 

 社会保険に加入していない人や、加入しても社会保険料や介護保険料の納付が滞り、介

護を受けられない人もいる。 

 重症化してから支援やサービスにつながる傾向 

 外国人高齢者は、日本人よりも重度な状態から介護を受け始めることが多く、その背景に

は言語の壁による理解不足が影響している。 
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＜今後、必要となる支援や環境整備＞ 

 介護保険制度の周知 

 制度の理解が広まることで、外国人高齢者も適切なサポートを受けることができる。 

 外国人高齢者が興味を持ち、参加できる機会や居場所の提供 

 壁のない社会の実現のために、外国人高齢者も参加できる場所が必要である。 

 公園の草刈り等、外国人高齢者が活発に動ける機会を創出しながら、シルバー人材として

の活動機会の提供を促進できるとよい。 

 外国人向けの日本語教室等の実施 

 夜間の学校等を利用して、外国人向けに日本語や文化を教える機会を作ることが必要で

ある。 
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 インドネシア人の入居者は、大阪市内の外国人材紹介団体から紹介された。 

 韓国人入居者は、シェアハウス専門メディアサイト経由で問い合わせがあった。 

 

＜ルール・規則＞ 

 生活の基本的なルールはあり、必要なルールは都度設けている。それとは別に、フロアごとに１

階の日本人と２階の外国人の LINE グループそれぞれ作り、要望や意見を聞いている。 

 

（２） ハウスでの交流について 

＜入居者同士の交流＞ 

 もともと多文化交流が主な目的ではなく「気持ちよく住んでもらう安心感」を大切にしている。自

然な交流を目指しており、定期的なイベントはない。設計段階で「１階と２階は分けて生活する」

と決めたため、それぞれのフロアで過ごしている。 

 時には入居者同士で一緒に食事したり、食べ物等のおすそ分けをしたりしており、お正月にお

好み焼きパーティをしたことがある。一緒に外食をすることもある。 

 

＜地域住民との交流＞ 

 地域住民は日常生活で外国人と関わる機会があまりない。外国人留学生は、同世代との関わり

がないため、地域との交流を推進しながら機会を作ってあげたいと考えている。 

 2022 年 12 月に、地域の社会福祉協議会からの提案でハウス内のクリスマスパーティを開催し、

2023 年 11 月に、コモンフルールに関心のある方と入居者でアジア料理の交流会を開いたとき

は、コモンフルールから提案をした。 

 「地域に開かれたシェアハウス」と位置付けていたが、入居者がプライベートの空間に知らない

人が来ることに抵抗があり、地域住民を招いたイベントや交流会はあまり開催できていない。入

居者が気持ちよく生活できるよう、細かい課題の対策を進めている。 

 

＜今後の展開について＞ 

 外国人がふらっと立ち寄れる場所として、ハウスのスペースを有効活用していきたいと考えてい

る。今後は、読み聞かせ、ヨガ教室等、世代を問わない企画をしていきたい。ただし、あくまでハ

ウスは住民にとっての「住まい」であるため、住民への配慮が必要である。 

 当初、高齢者は住まないだろうと言われていたが、結果としてニーズはあった。老人ホームは多

いが、その前のフェーズの方のための住まいは少ないという声がある。同様のコンセプトを持つ

住居の横展開を考えているが、現時点ではマンパワー不足、資金不足であり、行動に移せず

にいる。 

 入居時の条件は「自立している方」と定めているが、誰しも将来的に認知症等になる可能性は

ある。介護が必要になっても地域のケアマネジャーと相談し、居住継続を希望する場合はでき

る限りハウスで生活できるようにしたいと考えている。必要に応じて有料老人ホームを紹介する

ことも可能である。 
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ハウスのイメージ 

   

出典：コモンフルール HPより 
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理解できていない様子であった。会話が理解できているか確認しながら進める等配慮が必要で

あるが、対応が追い付いていない。 

 就業規則や事務手続きの表記が日本語のみで、外国語に対応していない。制度は日本人と同

じである。 

 面談の機会は多く設けているが、利用者との関係に悩んでいる様子もあった。もっと問題解決

につながるコミュニケーションを取れるようになるとよい。 

 

＜外国人介護職員がもたらす効果＞ 

 外国人介護職員の受け入れは、施設が共生社会のお手本となるという点で良い効果があると

感じる。 

 今は外国人が施設で働きながら地域の交流にも参加しており、外国人と日本人の関係がよりフ

ラットになっていると感じる。労働の下請けという発想から、すでに共生社会の方向に変わって

きている。これからも外国人介護人材は地域の中で根付いていくと思う。 

 

（３） 外国人高齢者について 

 大阪市住吉区は外国人高齢者が少なく、現在外国人高齢者のサービス利用はない。もともと

韓国人、中国人が多い地域であり、中でも若年層の社会人が多い。９組の外国籍の家族が保

育園を利用しており、ゆくゆくは外国人高齢者の受け入れ対応が必要になると考えている。 

 在日二世の方は、母語での対応が必要となる場面があるが、３世の方のサービスは、ほとんど

日本人と同じで問題ないと思われる。サービスを開始する際、個人情報の観点から国籍まで確

認できないことも多く、本人の申告がない限り外国籍であることが分からないことも多い。 

 

（４） 地域活動について 

 本体事業以外に、地域共生社会の実現に向けた活動を戦略的に行っている。その一つに「ミッ

クスモダン焼の会」がある。法人職員有志と地域の社会問題に関心のある方が集まり、よりよい

地域社会を創造する事を目的とし、この集まりが「四恩学園秘伝のソース」で一味違う活動へと

創発していく想いが込められている。（図表 14 参照） 

 地域では世代交代ができておらず、地域の活動が弱体化しており、地域組織を運営するパワ

ーがないことが課題である。集団として組織化することが持続につながるため、地域住民、地域

の企業も参加して取り組むことをコンセプトとして活動している。 

 

＜地域活動を進める上での工夫・配慮＞ 

 法人の経営層は地域に向けた活動の効果を感じているが、職員の中には業務が増えるため負

担に感じる者もいる。本業が地域に開かれた専門職であることを理解し、地域の活動も業務で

あると認識することが大切である。育成の観点から研修に地域活動を組み入れており、階層研

修では、地域活動の企画・運営・イベントの出店をしている。 

 地域活動は、楽しさが前面に出ないといけない。つながりや交流の中で、職員にも楽しいと思っ

てもらえることを経営ビジョンとして位置づけている。 

 法人では２か月に１回社内報を発行し、SNS にも力を入れている。外国人は SNS で多くの同胞
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とつながっており、施設の外国人介護職員が SNS で施設の広報をしてくれたことがあった。今

後、そのつながりの中に日本人を入れてもらい、交流することも一案である。 

 

 

図表 14 ミックスモダン焼の会 

 

出典：四恩学園 HP 
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 試験前の２か月間は職場から離れ、本部の合宿寮で住み込みの強化合宿を行い、勉強に

集中する。強化合宿は、外国人介護職員の受け入れ当初から実施している。 

 不合格のＥＰＡ介護福祉士候補者が再受験するための支援として、月１回 WEB で勉強す

る時間を設けている。 

 

＜外国人介護職員の定着＞ 

 これまで外国人介護職員を 400 人以上受け入れているが、現在も働き続けている職員は 300

人を切っており、100 人以上が退職している。徳島県は地域によっては生活が不便なため、都

市部の生活しやすいエリアにあるグループ内の施設への異動を希望する職員もいる。子どもの

学校（インターナショナルスクール）等教育環境が異動や退職の理由であることが多い。 

 

＜定着に向けた主な取組＞ 

 文化・習慣への配慮 

 国別ではインドネシアが圧倒的に多い。そのためイスラム教の習慣に配慮して、祈りの時

間やラマダン期間中の変則勤務、女性のジルバブ（イスラム教徒の女性が髪や顔等を覆う

ためのスカーフ）を認めている。 

 

 メンター制度 

 入職した外国人介護職員には徳島県に定着してもらいたいという想いから、５～６年前にメ

ンター制度を導入した。介護福祉士の国家資格を保有している先輩の外国人介護職員に

は、「メンター」として業務支援に加えて国家試験の学習支援や私生活の悩みの面での支

援も担ってもらっている。 

 メンターは手当を支給して特命業務として担ってもらっており、メンターの任命と手当ての

支給もモチベーションとなり、雇用の安定につながっている。法人も、メンターの報告書か

ら職員の悩み等状況を把握できるようになった。 

 

 家族帯同者への支援 

 家族帯同者は 40 人おり、男性職員が帯同する割合が多い。帯同者の中には、グループ

内の施設で介護職やケアサポーターとして清掃業務に就く人もいる。 

 法人では、帯同者向けに日本語学習の教材を配布する、WEB 懇親会を開いて交流の場

を設ける等をして支援している。 

 家族帯同者はつながりを求めている傾向があり、他の外国人とのつながりを求めて他法人

から転職してくるケースもある。 

 

＜外国人介護職員のキャリアパス＞ 

 キャリアパスは外国人介護職員と日本人職員で区別せず、同じである。 

 介護現場でリーダーシップを取れる人材は、国籍を問わず現場の管理職に就いている。役職

は、ネクスト（法人が独自で定めた管理職になったばかりの職員の役職名）、副主任、主任、マ

ネージャーの順で昇格し、外国人介護職員の管理職は、介護現場のネクストが１名、副主任が
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１名、主任が１名（30 代）である。 

 

＜外国人介護職員がもたらす効果＞ 

 外国人介護職員の多くは、目的、目標をもって日本で働こうと考えており、外国人管理職の存

在がキャリアアップを目指す外国人介護職員の目標になっている。 

 外国人介護職員が一生懸命日本語を学び、介護福祉士合格を目指して勉強をしている姿に

日本人職員が触発され、良い影響を与えている。 

 一方で、介護福祉士に合格した後のキャリアアップについて、法人が次のステップを明確

に示せていないという課題がある。 

 外国人介護職員も施設・事業所のある地域の行事に参加することで、地域の方にも外国人が

働いているという認識を持ってもらえている。 

 

（３） 外国人高齢者について 

 徳島県は、外国人が住民に占める割合、外国人の高齢化率ともに全国平均より低い。施設で

は過去に中国残留邦人や中国人を受け入れたことがあるが、現在外国人高齢者の利用はない。 

 今後、外国人介護職員の家族が高齢になり、施設で受け入る場合、食べ物等宗教的な面での

配慮が必要になる。行政には参考として、実際に外国人高齢者を受け入れている施設の情報

を定期的に提供してもらいたい。 
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3. 外国人高齢者ヒアリング 

① 調査対象 

介護サービスや支援を受ける外国人高齢者やその家族 
 

地域 ヒアリング対象 国籍 

１ 群馬県伊勢崎市 SIEMPRE GENKI の参加者 ブラジル１名、ペルー１名 

２ 東京都新宿区 在日韓国人福祉会の参加者 韓国３名 

３ 愛知県豊田市 ケアセンターほみの利用者・家族 ブラジル１名、ペルー２名 

 

② 調査方法 

訪問の上、対面でのヒアリングを実施 

③ 調査時期 

令和６年（2024 年）１月～２月 

④ 調査項目 

 主な調査項目 

 出身国 

 来日時期、経緯 

 家族状況 

 介護サービスの利用のきっかけ 

 介護サービスを利用してよかったこと 

 現在困っていること 

 今後について不安なこと 

 地域や行政に求めること     等 

 

⑤ 倫理的配慮 

外国人高齢者へのヒアリングは、事業所に事業の趣旨を説明し依頼のうえ、同意がとれた方のみを対

象とした。場所は、事業所又は利用宅にて実施した。日ごろから介護サービスを提供している職員に同席

してもらい、職員に通訳を依頼のうえヒアリングを行った。なお、外国人高齢者のヒアリング時には、改めて

ヒアリングの趣旨と同意の撤回について説明したうえで実施している。報告書及び事例集の内容は個人

が特定されないよう匿名化し、事業所を介して内容の確認を行った。 
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⑥ ヒアリング結果  

株式会社 Seina Corporation（SIEMPRE GENKI）（群馬県） 

 株式会社 Seina Corporation にて行われたバレンタインデーのイベント（簡単な体操とクッキーのアイ

シング体験を行う）に参加した南米出身の方２名（内１名は日系人）にグループインタビューを行った。 

 インタビューはスペイン語で行った。株式会社 Seina Corporation の役員（管理者）に、通訳として参

加いただいたほか、管理者としての視点で適宜補足いただいた。 

 

（１） 利用者の基本情報 

A さん（60 代・女性・ペルー出身） 

 12 年前に来日。日系人。夫と二人暮らし。娘は結婚して離れて暮らしている。 

B さん（80 代・男性・アルゼンチン出身） 

 34 年前に来日。日系人。妻と二人暮らし。 

 

（２） Seina Corporation でのイベント参加について 

 Seina Corporation の活動（SIEMPRE GENKI 含む）に来るようになったきっかけ、頻度、参加の

感想 

 イベントが楽しみで来ている。（A） 

 自分の父はペルーにおり、認知症だった。当時は、いろいろな認知症ことを分かっていな

かったが、SIEMPRE GENKI で認知症のことを知り、理解できるようになった。一昨年、父親

の介護のために一度ペルーに帰った。（A） 

 毎回セミナーに参加して、介護保険や社会保険のことを理解できるようになった。今までは、

そこまで考えたことがなかった。スペイン語で発信してもらうことで、理解ができるようになっ

た。意識も変わった。（A） 

 今回が２回目のイベントの参加である。他の人とおしゃべりができることが楽しい。明るい雰

囲気で嬉しい。（B） 

 

（３） 必要な支援ニーズ 

 送迎して参加できる環境 

 Seina Corporation で行われているイベントに通いたいが、運転ができないと今後参加が難

しい。いろいろなイベントが開催されており、今後も参加したいので、迎えに来てくれるサ

ービスがあればうれしい。（A） 

 

（４） 今後について不安なこと 

 将来のことについては、あまり考えたことはない。（B） 

 仕事があれば、問題ない。日本は治安がいいので、普通の暮らしをしたい。（B） 

 B さんは、年金を払っていなかったため、高齢になった現在もお金を稼ぐために仕事をす

る必要がある。現在は仕事がなかなか見つからず、不安に思っている様子である。（管理

者） 

 今日 Seina Corporation に来る前に、道の真ん中で日本人の 80 代くらいのホームレスの老人が
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横たわっていた。たびたびそうしているホームレスで、以前から心配だった。今日は、夫に運転

してもらっていたため、車を路肩に止めてもらい、ほんの気持ちとして、A さんがポッケに入って

いた 2,000 円を渡した。今は自分が働いているから、困っている人にこのようにしてあげられる

が、自分は逆の立場になってしまったら、助けてもらえるかどうか心配である。（A） 

 心配はいろいろあるが、今は Seina Corporation があれば、大丈夫だと思える。（A） 
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在日韓国人福祉会（東京都） 

 在日韓国人福祉会の福祉会（毎週金曜日 11:00～14:00 の集まり）に参加する高齢者３名と、福祉会

の職員１名（以下、「職員」として引用）でグループインタビューを行った。 

 外国人高齢者のインタビューは韓国語で行った。福祉会の職員に、通訳として参加いただいたほか、

職員としての視点で補足いただいた。 

 

（１） 利用者の基本情報 

Ｃさん（80 代） 

 1987 年に韓国から来日。韓国料理店を経営していた。 

 現在は、１人暮らし。来日以来、継続して新宿区に住む。 

 日本語はほとんどできない。 

Ｄさん（80 代） 

 1980 年代に韓国から来日。韓国のクラブで厨房の仕事をしていた。 

 現在は、１人暮らし。来日以来、継続して新宿区に住む。 

 少し日本語を話せる。 

Ｅさん（80 代） 

 日本で生まれた在日韓国人。自営業。 

 韓国語はできない。 

 

（２） 生活について 

 介護サービスの利用の有無（訪問介護等） 

 要介護で、介護保険（そら訪問事業所）を使っている。デイサービスに通っていたが、今は

体調が悪く休んでいる。本当はデイサービスに通って運動をしたいが、言葉の問題があり、

通ったけれども楽しくなかった。（Ｃ） 

 要支援で、１週間に１回、訪問介護（そら訪問事業所）を利用している。デイサービスは、

空きがないために待機している状態である。（Ｄ） 

 介護保険サービスは使っていない。（Ｅ） 

 

（３） 福祉館の利用について 

 福祉館に来るようになったきっかけ、頻度、参加の感想 

 福祉会の創立メンバーである。韓国人の居場所がないため、料理もできて、話ができる場

所が欲しいと在日韓国人福祉会の所長にずっと訴えていた。毎日集まれる場所が欲しい。

（Ｃ） 

 カトリックの教会で、会長が紹介してくれたのがきっかけで通い始めた。（Ｄ） 

 韓国人の友人が近所に住んでおり、福祉会に来ないかと誘ってくれた。１回くらい行こうか

なと思って、来たのが始まり。他の人が話している韓国語はいつも聞き取れないが、通って

いる。（Ｅ） 
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 利用してよかった点 

 １人だと寂しいため、みんなでご飯が食べられることと会話ができることがとてもうれしい。本

当は、毎日起きたら来たい。もう少し広い場所だと良い。（Ｃ） 

 みんな一人で住んでいて寂しいため、会話をできることが最高。韓国では老人会という場

所があり、寝て起きたら毎日通うことができる。福祉会も、そうなると良い。（Ｄ） 

 福祉会に来るまでは、韓国人との付き合いがなく、韓国料理を食べたこともなかった。（Ｅ） 

 福祉館では、毎回良い話をしてくれるのでためになる。工作も楽しい。自分の考えや気持

ちについて話すことが楽しい。（Ｃ, Ｄ） 

 

（４） 必要な支援ニーズについて 

 毎日集える場所 

 福祉館のように、毎日集まれる場所が必要だと思う。国レベルで、そういう政策をしてくれた

らうれしい。建物を貸してくれる等。（Ｃ） 

 日本のお年寄りは毎日行ける場所があるが、韓国人高齢者がいける場所は少ない。地域

センターの存在は知っているし、誰に対しても開かれている場所であることは理解している

が、韓国人が行っても、言葉の問題で楽しむことが難しい。場所があっても、溶け込むこと

が難しい。韓国では、毎日集まれる場所があるので、そのような場所が欲しい。（Ｃ, Ｄ） 

 病院の受診に関する支援 

 病院に行っても言葉が通じず、支援者がいないと話ができないことが大きな悩みである。

（Ｃ） 

 病院の受診が不安。（Ｄ） 

 韓国の食生活や文化に基づいた介護サービス 

 介護施設に行っても、言葉が通じないし、キムチも食べられない。韓国料理が食べられる

施設があればよい。（Ｄ） 

 デイサービスやショートステイに行くと食生活が違うため、ご飯が食べられない。日本人利

用者が楽しそうにカードやトランプをしていたが、仲間に入れてもらえなかった。1１人でテ

レビを見て時間が経つのを待っていたが、とても寂しかった。高齢者は、認知症の方や、

頭が固くなってしまう方が多い。日本のおかげで生活ができていることに感謝をしているし、

先に進みたい気持ちがあるが、つらい気持ちになった。（Ｃ） 

 運動できる機会 

 本当はデイサービスに通って運動をしたいが、言葉の問題があり、通ったけれども楽しくな

かった。運動をしたい。（Ｃ） 

 日本語を勉強する機会 

 日本語教室にいったことがあるが、（Ｂさんが日本語を多少話すことができるため）来ない

でと言われてしまった。日本語を勉強する機会が欲しい。（Ｄ） 

 去年、日本語を学びたい、話したいというニーズがあったので、福祉会で日本語教室

（文字、会話）を開いていた。現在一時停止中で今後再開予定あり。（職員） 
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（５） 今後、不安なこと 

 介護保険に入って、そら訪問事業所の支援（韓国語ができるスタッフ）が入ってきているの

で不安はあまりない。（Ｃ） 

 不安なことはあまりない。地域の教室で韓国語を勉強している。（Ｅ） 

 

（６） その他（職員） 

 福祉会をどういう風にしたいか、次週の福祉会で何をしたいか等は、福祉会に来ている高齢者

が意見を出し合い、お互いに引っ張って、協力して決めている。何の料理を作るか、何のイベン

トをするかもＣさんやＤさんが率先して提案している。 

 ボランティアの人が来るが、スタッフ自身も、韓国のおふくろの味を勉強できている。スタッフ自

身も、学ぶ場所になっている。 

 福祉会も、地域交流を目指している。（福祉会で作った韓国料理の残りを近所に配る等している） 
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愛知県高齢者生活協同組合 高齢者生協ケアセンターほみ（愛知県） 

 利用者の自宅にて 10-20 分程度話を伺った。 

 インタビューはポルトガル語とスペイン語で行った。ケアセンターほみの職員に、通訳として参加いた

だいたほか、職員としての視点で適宜補足いただいた。 

 

（１） Ｆさん（50 代・女性・ブラジル出身） ※利用者の家族にヒアリング 

 利用者の基本情報（出身国、来日時期、来日の経緯、家族の状況） 

 Ｆさん、Ｆさんの夫と２人暮らし。日系人である。 

 Ｆさんの夫は、平成 30 年からケアセンターほみのサービス利用を始めた。脳梗塞のために

会社で倒れてしまい、脳性麻痺で数か月入院していた。現在は寝たきりになり、ポルトガル

語も話せない。普段は、テレビを見る等して、過ごしている。 

 

 訪問介護サービス利用のきっかけ・受けているサービス 

 地域医療センターのソーシャルワーカーの方がケアセンターほみにつなげた。当時Ｆさん

の夫は 50 代だったが、介護保険のサービスを開始した。 

 訪問リハビリ、訪問入浴を使用しており、デイサービスは使用していない。 

 

 利用してよかったこと 

 言葉が通じることが一番助かる。ポルトガル語で相談できることが有難い。 

 

 現在困っていること 

 いまはケアセンターほみの支援があるので、特に困っていることはない。 

 

 今後について不安なこと 

 F さんの夫はすでに高齢であるため、老後や介護の不安はない。 

 ケアセンターほみのスタッフや団地の人に助けてもらっているので今は問題ないが、夫が

亡くなったときは、個人で全部やらないといけないことが不安である。 

 家族がブラジルにいるため、家族に頼ることはできない。しかし、家族が近くにいても

頼ることができるとは限らないので、家族が近くにいるかいないかは、あまり問題はな

いと考えている。 

 F さん自身も日本でずっと生活するつもりである。自分の老後についても、ケアセンターほ

みの職員や団地の住民に助けてもらっているので、特に不安はない。 

 

（２） Ｇさん（30 代・女性・ペルー出身） 

 利用者の基本情報（出身国、来日時期、来日の経緯、家族の状況） 

 16 歳の時に来日した。2012 年からサービスを開始した（当時は 20 代）。 

 G さんの父親（後述する H さん）は 30 年以上前に来日し、自動車工場で働いていた。途

中、父親がペルーから家族を呼び寄せ、Ｂさんは母親、姉と一緒に来日したが、母親が亡

くなったあと、G さんも統合失調症になってしまった。 
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 以前は一般企業で働いていたが、困難なことが重なり、昼夜逆転した生活を送ることが増

えた。その結果、自宅でも父親との喧嘩が増えてしまった。父親がケアセンターほみに相

談したことで支援に繋がった。 

 一緒に来日した姉は、すでにペルーに帰国したため、現在は父親（H さん）と２人暮らしを

している。 

 

 訪問介護サービス利用のきっかけ・受けているサービス 

 G さんは母親が亡くなった後、統合失調症になった。G さんの父親がケアセンターほみに

相談しに来たことがきっかけで、支援に繋がった。病院にケアセンターほみの職員と一緒

に通い、月２回の受診と服薬を規則正しくするようになってから症状は落ち着いた。 

 現在は、生活介護に週２回通っている他、移動支援、家事援助を利用している。ヘルパー

と一緒にご飯を作ったり、家事を教えたりする。 

 父親が長く入院していた間は、ヘルパーの支援を受けてひとり暮らしができていた。 

 

 利用してよかったこと 

 移動支援が一番助かる。移動支援の中での、ヘルパーとの会話や、遊び、ジュースを飲

む等を行うと、心が嬉しくなる。統合失調症の影響で気持ちが沈んでいても、散歩すると気

持ちが楽になる。 

 

 現在困っていること 

 両親と暮らしていたときは、母がいろいろとお世話をしてくれたので安心して生活ができて

いた。母親が亡くなってから、生活が変わり、２年前に父が病気になってから、生活が少し

ずつ困るようになってしまった。 

 G さん自身は、病気の症状により、常に背後に人がいるような気がしてしまう。幻聴が聞こ

えることもあり、恐怖で苛立ちを覚えるが、移動支援で散歩をすると、その気持ちが楽にな

る。 

 現在は、父親と二人暮らしだが、ひとりだと料理を作ったり、入院の準備をしたりすることが

大変である。ヘルパーがいれば安心しているが、ヘルパーがいないと疲れてしまう。 

 

 今後について不安なこと 

 父親と暮らし続けたい。自分の家で父親と暮らしたい。父親を施設に入れることは望んで

いないため、大変でもできるだけ介護をしたい。それができるかが一番心配である。父親の

病気が早く良くなってほしい。 

 今のように生活を続けたい。ヘルパーが来て移動支援をしてくれると、安心できる。 

 

（３） Ｈさん（70 代・男性・ペルー出身） 

 利用者の基本情報（出身国、来日時期、来日の経緯、家族の状況） 

 G さんの父親で、30 年以上前に来日した。２年前に脳梗塞で倒れ、その後遺症で右半身

に麻痺が残っている。 
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 訪問介護サービス利用のきっかけ・受けているサービス 

 娘（G さん）についてケアセンターほみに相談したのをきっかけに、つながるようになった。

娘がケアセンターほみを使っていることもあり、安心して利用を始められた。 

 現在は、週２回、他法人のデイサービスに通っている他、週６回（月～土）身体介護、家事

援助、買い物、調理、洗濯等の支援を受けている。 

 

 利用してよかったこと 

 スタッフに言葉が通じることが大切だと思っている。自分の気持ちや必要なことを伝えること

ができる。一番大切なのは、コミュニケーションである。 

 介護保険の給付については、ケアセンターほみが説明をしてくれて、とても助かった。体

調が悪いとき、必要なことをしてくれるので助かっている。 

 （外部のデイサービスについて）他の患者に関わる機会も増え、他の人の生活、病気に関

わることは知識も増えるので良い経験になっている。 

 

 現在困っていること 

 病気になる前は、生活における身の周りのことはなんでも出来たが、病気になったことで

日々の移動や着替えをはじめ、生活に関わるあらゆる場面でサポートがないと生活ができ

なくなってしまった。 

 後遺症は右半身の麻痺であるが、左側も以前と同じようには力が出せず、動かしたくてもコ

ントロールできないことが多い。例えば、デイサービスの中で両手を使って遊ぶレクリエー

ションがあるが、左手だけしか使えないのは不便である。 

 

 今後について不安なこと 

 母親も亡くなってしまっているので、娘の将来が心配である。現在はケアセンターほみの

支援が受けられる良い環境なので、安心している。 

 自身としては、リハビリを続けて良くなりたい。 

 娘と二人で安心して暮らせるこの環境が続いてほしい。 
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4. 外国人高齢者の支援に関する課題や工夫・配慮 

本調査研究事業のヒアリング調査において明らかとなった外国人高齢者の支援における課題と工夫・

配慮について主な点をまとめた。 

 

＜外国人高齢者の支援における課題＞ 

○ 外国人高齢者へのアクセスが難しいこと 

在留外国人向けに相談窓口を開設する CINGA では、これまで、外国人高齢者から直接相談を受けた

事例はほとんどなかった。地域包括支援センターへのヒアリングでも、役所から相談があり外国人高齢者

とつながることはあるが、情報が何もない中で地域包括から直接外国人高齢者にアクセスすることが困難

であることが語られた。また、居場所支援をしている団体においても、外国人高齢者が集いに来ることが

できずに自宅で孤立し、近隣住民からクレームを受けた不動産業者によってはじめて相談につながった

ケースがあった。地域に密着した外国人高齢者の支援を行う団体であってもアウトリーチが難しいと言え

る。 

 

○ 言語や文化の違いから、介護保険制度や社会保険制度を理解しにくいこと 

外国人高齢者が年金等を払っていなかった事例や、介護保険サービスについてお手伝いさんと同様

だと認識していた事例等、言語や文化の違いにより、外国人高齢者が正しく介護保険や社会保険の制度

を理解できていないケースが多いことが明らかとなった。 

外国人高齢者が社会制度を理解しにくい状況である点については、令和４年度事業でも指摘している

点であるが、外国人高齢者が高齢期を迎える前から、日本で暮らす生活者として正しい社会制度につい

ての知識を得られ、高齢期に備える環境を整えることが重要であると言える。 

 

○ 外国人高齢者の言語や文化に対応できる施設が不足していること 

外国人高齢者は、文化や言語の違いにより、日本の施設に行っても馴染めないことが多い。外国人高

齢者のヒアリングでは、地域に高齢者向けの施設や地域資源があることは理解しており、実際行ったこと

もあるが、日本語ができないために、日本人高齢者と一緒にゲームをしたり、団らんして楽しんだりするこ

とは難しく孤立感を感じてしまった経験や、日本のデイサービスに行っても食事が合わず食べられなった

話が聞かれた。 

以上のように、外国人高齢者には、言語や食事等の違いを理由として、日本人利用者と異なるニーズ

があるものの、外国人高齢者が母国語や文化で過ごせる環境や、母国語を話せる職員が働く施設・事業

所は多くない。特に、外国人高齢者に対応できる入所施設が不足していることがヒアリングでも指摘され

ており、今後の課題であると言える。 

 

＜外国人高齢者の支援における工夫・配慮＞ 

○ 利用者の文化に敬意を払い、各々の価値観に配慮したサービスを提供すること 

ヒアリングでは、在日韓国人の利用者の自宅にヘルパーが訪問した際、韓国料理の作り方を教えても

らったことで大変喜ばれた、簡単な挨拶でも相手の言語を話すことで距離が縮まる等、相手の言語や文

化に対して敬意を示した行動が重要であることが語られた。また、一世と二世では希望等が異なることや、

必ずしもすべての外国人高齢者が、母国の言語・文化に配慮したサービスを提供する施設・事業所に行
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きたいわけではないことから、相手の要望をしっかりと把握し、支援することの重要さも度々指摘された。 

地域包括支援センターへのヒアリングでは、外国人高齢者が介護保険サービスの利用に繋がらない理

由の一つに、国によっては家族で介護をする価値観があることが聞かれた。相手の文化や考え方を理解

した上で、丁寧に日本の介護保険等の制度やサービスについて説明を行い、支援を進めることが重要で

あると言える。 

 

○ 外国人高齢者の居場所づくり 

外国人高齢者の孤立を防ぐため、外国人高齢者の居場所づくりに関する取組を実施している団体が

複数あった。居場所づくりにおいては、「生活する場所に「居場所」と「相談」できる場がセットで存在する

こと」や若いうちからの居場所づくりの取り組みの重要さが語られた。また、集いの場への参加をきっかけ

として、介護保険サービスの利用につながる事例も聞かれた。 

在日韓国人福祉会が開催している「福祉会」に参加している外国人高齢者は、毎日このような場所が

あると良いと話すほど福祉会での活動を楽しみにしており、ひとり暮らしの外国人高齢者の憩いや交流の

場となっていた。加えて、認知症の方が参加する時は、近所の方が付き添って一緒に来て参加する等、

参加者同士の見守りにもつながっていた。また、職員からは、外国人高齢者の居場所づくりの活動を通し

て、支援団体としての認知度も高まっていることが語られた。 

外国人高齢者の居場所づくりは、外国人高齢者にとって介護保険サービスに繋がりやすくなる、孤立

を防ぐ、生きがいや楽しみとなる、といった効果があるだけでなく、団体の周知度の向上も期待できる等、

様々な役割・機能を持つ場となっていた。 

 

○ 地域活動との連携 

地域のボランティア団体に対して場所を提供する、外国人高齢者と一緒に作ったご飯を地域住民にお

すそ分けする等、多くの団体で、地域での交流やつながりを大切にして活動を行っていた。 

外国人高齢者の支援においては、外国人高齢者本人から支援団体につながることが難しいケースが

多いため、外国人高齢者の周囲にいる人々が外国人高齢者を支援団体に繋ぐキーパーソンになること

が期待される。そのためにも、団体が当事者だけでなく地域住民を含め広く認識されることは重要である。

地域のボランティア等との連携等、地域に開かれた活動は、団体の周知・広報の面でも効果が期待でき、

外国人高齢者への支援に繋がりやすくなることが考えられる。 
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IV. 意見交換会・事例報告会 

 

本調査研究事業で開催したワーキンググループでは、外国人高齢者の支援や外国人介護人材の役

割についての議論を深めるため、オブザーバーも交えて意見交換会を実施した。 

また、自治体や施設・事業所、住民等に外国人高齢者の課題や今後の支援の在り方等について知る

機会を提供することや、外国人高齢者の支援に関わる有識者等のつながりをつくることを目的に、「外国

人高齢者の支援に関する事例報告会」を開催した。 

 

1. 意見交換会「株式会社 Seina Corporation」 

① 実施日 

令和５年（2023 年）10 月２日（月）第２回ワーキンググループ内 

② 意見交換テーマ 

外国人高齢者への介護予防、訪問介護における外国人介護人材の役割 

③ オブザーバー 

株式会社 Seina Corporation 小澤エリサ氏 

 

④ オブザーバーからの事例紹介（概要） 

1988 年の来日後、外国人相談窓口の仕事に就き、市役所の窓口、国際交流協会等で働いた。日本で

生活する中で、将来、外国人が入所できる介護施設が必要と考え、まずは介護現場を知るため、2015 年

から介護現場で働き始めた。2016 年 10 月から、「SIEMPRE GENKI」の活動を開始、主に日系人を対象と

した介護予防教室を運営している。 

2023 年２月に活動場所を群馬県伊勢崎市に移転、「株式会社 Seina Corporation」を設立し、訪問介護

事業所として「いつも元気サポ―ト訪問介護ステーション」を立ち上げた。同年５月からは会社として、伊

勢崎市を中心に介護予防ワークショップ、情報発信セミナー、集まる場の提供、そして多文化共生を実現

するための活動を行っている。 

 

⑤ 主な意見 

 必ずしも「介護予防」を目的とする必要はなく、集まる場として参加者に「集まれて楽しい。また

次が楽しみだ。」ということを感じてもらえるだけでも良い。気軽に相談できる場ともなる。（小澤

オブザーバー） 

 在日コリアンの高齢者の方々が集まって、料理をはじめとする各種レクリエーションを行っている

コミュニティも同様である。参加する高齢者の方々は介護予防であるということに気づいていな

いが、集まる場があることで、週１回そこに行くために頑張ることができ、それはまさに介護予防

につながっている。（金構成員） 

 介護が必要になると、言語が通じる、通じないに関わらず介護保険料を支払えばサービスは受

けられる。一方で集まる場に行くのはなかなか手の届きにくいところである。そういう意味で外国

人の方々を場につないでいくことは重要である。（伊藤構成員） 

 在留外国人の方のほうが、「言葉が通じる」というメリットから、コミュニティを作ることによって、比

較的若い世代にもアプローチしやすいと考えられる。したがって、コミュニティを作ることの大切
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さを、逆に日本人も学べる機会になるのではないかと思う。（進藤構成員） 

 「介護予防」を目的とした集まりであっても、違う何かと併せて実施している。例えば、若い世代

に介護保険に関する説明を行うことで、自分の親の介護を考えて自分事化され、介護予防に関

心を持つようになると思う。実際、「楽しそうだから参加したい」という動機で参加される方もいる

ので、あまり「介護予防」は前面にアピールせずに、ワークショップという形式で実施している。

（小澤オブザーバー） 

 多文化共生を考えるとき、教会が情報発信の拠点として、そして憩いの場として重要になってく

ると考えている。（高橋構成員） 

 教会に通っている方たちはお互いに支え合っているので、参加者が知り合いの単身の方を連

れてくることが多い。そのような方々は、日本での生活に必要な情報さえ明確に伝わっていれば、

問題なく暮らしていけるだろう。（小澤オブザーバー） 

 介護保険制度のことについては外国人の方々に正しい知識を伝えていかないと不利益になっ

てしまうので、熱量を持って伝え続ける必要がある。（淺野構成員） 

 

 

2. 意見交換会「外国人高齢者と介護の橋渡しプロジェクト」 

① 実施日 

令和６年（2024 年）１月 22 日（月）第３回ワーキンググループ内 

② 意見交換テーマ 

異文化「終活」における外国人介護人材が果たす役割 

③ オブザーバー 

外国人高齢者と介護の橋渡しプロジェクト 木下 貴雄氏 

 

④ オブザーバーからの事例紹介（概要） 

中国残留邦人二世。自身の実体験から、外国人に介護保険制度をわかりやすく伝える必要があると思

い、2014 年、当時関わっていた帰国者等の支援活動を行う NPO 法人と他の団体に協力依頼し、トヨタ財

団の助成を受ける形で「外国人高齢者と介護の橋渡しプロジェクト」と題したプロジェクトチームを立ち上

げて活動を開始した。 

2015～2017 年の活動当初は、中国語に特化した介護通訳の養成と派遣、介護保険制度の周知、行

政・福祉機関・施設の啓発を行っていた。2019 年度に受けた２度目のトヨタ財団の助成では、介護保険制

度の周知を日系ブラジル人、フィリピン人まで拡大、国への政策提言と行政への提案を行った。 

2020 年、愛知県の「外国人高齢者に関する実態調査」を行い、外国人向け、支援者向けの介護保険

説明リーフレット（多言語）を作成した。同年より異文化「終活」を考えるセミナーの定期開催をスタートして

いる。現在は介護施設に勤務し、「多文化国際介護士」として異文化間・多文化間介護ケアを実施してい

る。 

 

⑤ 主な意見 

 基本的には、遺族に対する遺族ケアは日本人も外国人も違いがないと考えている。違いとして

は「文化、言葉の違い」、「異国で大事なものや社会的役割を失ってしまったことに伴う孤独感」
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である。（木下オブザーバー） 

 終末期を迎えると、「介護」だけではなく「医療」との連携も求められる。終末期の医療において

は、分かりやすい日本語の活用はあまり進んでいない。（白井構成員） 

 外国人への対応に慣れている医師や看護師であれば良いが、慣れていない場合は通訳の活

用方法すら知らないということがある。通訳をどう生かすか、どう活用するかが重要である。（木

下オブザーバー） 

 終末期ケアや看取りケアにおける医療通訳は、精神的にデリケートな部分もあるため、単純に

医療通訳の研修を受ければ良いというわけではなく、より精度の高い通訳が求められる。（木下

オブザーバー） 

 言葉だけではなくて知識も持ち合わせていることで、医師が言っていることを家族に伝えられ、

逆に家族の気持ちを医師や看護師に伝えることが出来る。ただ母国語ができるだけでは難しい

だろう。（田島構成員） 

 「通訳」は、「医療通訳」と「看護通訳」と「介護通訳」の３つに分けることが出来る。在宅療養の看

護を考えたときには、「看護通訳」が必要になってくると考えている。（木下オブザーバー） 

 言語、文化に加えて、宗教的な観点も重要であると思われる。（進藤構成員） 

 外国人の方が亡くなられた際の対応はケースバイケースとなる。それぞれの国の方にとって、儀

式やルールは重要であるため、尊重してあげることが大切である。（田島構成員） 

 終末期をどう迎えたいかというのは、死生観や宗教観も関わるが、その国の医療水準も大きく影

響していると考えられる。医療通訳の方が理解して伝えられるだけではなく、その国の文化や習

慣が分かっている、ソーシャルワーク的な役割も必要である。（伊藤構成員） 

 ソーシャルワーカーや通訳等、一つの役割に縛られず、言葉と文化に精通する人が「多文化コ

ミュニケーター」として、言葉を通して、接する外国人の方々の背景もすべて理解して進めてい

くとことが理想的である。（木下オブザーバー） 
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3. 事例報告会 

自治体や施設・事業所、住民等に外国人高齢者の課題や今後の在り方等について知ってもらうため、

また外国人高齢者の支援に関わる有識者等のつながりをつくることを目的に、「外国人高齢者の支援に

関する事例報告会」を開催した。 

 

① 事例報告会の開催内容 

事例報告会の概要 

報告会名 外国人高齢者の支援に関する事例報告会 

開催日時・場所 
令和 6 年（2024 年）３月４日 10:00-12:00 

いくのコーライブスパーク B 棟１階 多目的室 

参加者数 参加者数 21 名、本調査研究事業の構成員・オブザーバー11 名 

プログラム 

 開会挨拶 / 閉会挨拶 

 在留外国人を取り巻く現状 

 外国人介護人材の活躍紹介 

 「いくのパーク」の活動紹介 

 事例紹介 

 「高齢者生協ケアセンターほみ」の事例紹介 

 「社会福祉法人奉優会 横浜市霧が丘地域ケアプラザ居宅介護支援

事業所」の事例紹介 

 アメリカでの日本人介護の事例紹介 

 パネルディスカッション 

＜ファシリテーター＞ 

 J コンサルティング合同会社 代表 高橋 恵介氏 

＜パネリスト＞ 

 社会福祉法人池田さつき会 特別養護老人ホーム ポプラ上新庄  

副施設長 オルカ マリシェル マテラ氏 

 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 企画戦略局  

リサーチコーディネーター 進藤 由美氏 

 NPO 法人 IKUNO・多文化ふらっと 理事・事務局長 宋悟氏 

 社会福祉法人奉優会 横浜市霧が丘地域ケアプラザ居宅介護支援事

業所 介護支援専門員 李 牧遥氏 
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案内チラシ 

 本報告会では、案内チラシを作成のうえ、周知を行った。 

 

図表 15 案内チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周知先 

 本報告会の開催にあたっては、以下の団体等に参加及び周知について協力を依頼した。 

 本調査研究事業ワーキンググループの構成員 

 令和４年度、５年度事業の近畿地方のヒアリング先 

 いくのコーライブズパーク 

 公益社団法人 日本介護福祉士会 

 公益社団法人 大阪介護福祉士会 

 大阪府 府民文化部 人権局 人権擁護課 

 大阪市 市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課 

 公益財団法人 大阪国際交流センター 

 公益財団法人 大阪府国際交流財団 
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プログラムの内容 

各プログラムの発表内容について、概要を以下に示す。 

 

＜在留外国人を取り巻く現状＞ 

最初にエヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

から、日本国内の在留外国人数、在留外国人の

国籍や在留資格、高齢化率の状況を説明した。

その後、外国人介護人材の受入れ状況と令和

４年度事業の紹介を行った。 

続いて、本調査研究事業のオブザーバーであ

るオルカ マリシェル マテラ氏に、来日から現在

までの就労や生活状況、外国人高齢者の支援に

あたって、外国人介護人材が果たす役割等について発表してもらった。 

マリシェル氏は、フィリピン出身で、2009 年よりＥＰＡの枠組みを通じて日本で介護人材としてのキャリア

をスタートさせ、特別養護老人ホームと介護付き有料老人ホームで経験を積み、現在法人内の特別養護

老人ホーム「ポプラ上新庄」の副施設長として勤務している。施設では約 70 人の外国人介護人材が

就労しており、マリシェル氏は人事管理を含む各種管理を主に担当しながら、外国人職員のサポートや

多文化共生の促進に努めている。 

マリシェル氏からは、外国人介護人材の活躍は施設の雰囲気を明るくし、コミュニケーションを活発

化させているとの話があった。また、外国人高齢者の支援にとって必要なこととして、通訳団体との連携、

地域包括支援センターへの外国人窓口の配置、利用者一人一人のパーソナルヒストリーの把握、多文化

理解のある職員の養成・配置等が挙げられた。 

 

＜「いくのパーク」の活動紹介＞ 

本調査研究事業のオブザーバーである宋悟

氏より、事例報告会の開催場所となる「いくのパ

ーク」について、いくのパーク設立経緯や取組

内容について紹介してもらった。 

生野区は、５人に１人以上が外国籍住民であ

り、外国籍住民比率は全国で一番高い地域で

ある。生野区西部地域では、少子化の影響か

ら、大規模な小学校の再編計画が進行しており、小学校の統廃合が進んでいた。いくのパークの活動

場所となる御幸森小学校も廃校となり、その跡地を活用して「いくのパーク」が設立された。いくのパー

クは、多文化共生のまちづくりプロジェクトとして、NPO と企業の共同事業体により実施されている。 

宋氏からは、「いくのパーク」という拠点から、多文化共生を目指した教育、福祉、進学・就労サポート

の実施を目指しているとの話があった。多文化ソーシャルワーク実践においては、言語、心、法制度、文

化、アイデンティティの 5 つの壁に対処しており、現在、多様な背景を持つ子どもたちへの学習支援、こ

ども食堂、多文化イベント等を実施している。生野区内で多文化共生の地域内循環の仕組みの構築を

目指していると将来の展望が語られた。 
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＜事例紹介＞ 

【高齢者生協ケアセンターほみ（愛知県豊田市）の事例】 

エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所より、高齢者生協ケアセンターほみでの、ペルー出身の親子

（父 70 代、娘 30 代）への支援事例を紹介した。当初は父親が、障害のある娘について介護の相談をした

ことがきっかけでサービスを利用し始めたが、その後父自身も病気になったことで、同じくサービスを利用

することになった事例である。 

ケアセンターほみへのヒアリングからは、外国籍住民は介護保険の制度理解が不足しがちで、介

護が必要な状態になってからサービス利用開始までに時間がかかる傾向にあるという話があった。現在、

事業所では介護保険サービスの説明に加え、地域活動の支援や、多文化共生の理念の共有・発信を実

施している。それによって、外国人高齢者とその家族が介護サービスにアクセスしやすくなるよう取り組み、

地域活動や多文化共生に対する認知度向上に貢献している。 

 

【横浜市霧が丘地域ケアプラザ居宅介護支援事業所（神奈川県横浜市）の事例】 

社会福祉法人奉優会の横浜市霧が丘地域ケ

アプラザ居宅介護支援事業所の李牧遥氏から、

中国残留邦人の高齢者、言語障壁を持つ外国

人高齢者、異文化背景を持つ高齢者の事例を

紹介してもらった。 

李氏は中国の大学で介護の勉強をした後に

高齢福祉に関心を持ち、来日し、現在は、生活

支援コーディネーター、ケアマネジャーとして勤

務している。 

李氏からは実際の支援を通して、多くの残留邦人や外国人の支援を支えるのに、言葉が通じる

事業所だけでは支えきれないため、言葉が通じなくてもその人の歴史を理解しようとすること、

そしてやってみようという気持ちが大切であるとの話があった。また、住み慣れた地域で生活を支

えられるような、新たなネットワークを構築する必要があると強く感じていた。最後に、外国人

高齢者一人一人に様々な背景があるため、その一人一人を見ることで、孤立が孤立ではなくなること、外

国につながる方々が孤立せず、サポートやサービスにつながるような社会の実現を目指しているとのメッ

セージが語られた。 

 

【ニューヨークエリアに住む日本人高齢者の事例】 

本調査研究事業の構成員でもある国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 企画戦略局 

リサーチコーディネーターの進藤 由美 氏より、2006 年前後に行ったアメリカ・ニューヨークエリアに

住む日本人・日系人の状況調査について紹介してもらった。 

本調査研究事業では、日本における外国人高齢者がテーマではあるが、日本人が外国に行った場合

も同様であり、外国で高齢期を過ごす際に課題となること、必要な心構えについて話していただいた。 
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当時ニューヨーク州に住む日本人に行った調

査では、日本に帰国する予定が「分からない」と

回答した人が半数以上で、老後の生活計画に不

透明な方が多かった。特に、介護が必要になっ

た際の支払い能力に関する認識が低く、実際に

必要な介護サービスを受けられるか不安がある

方が多いとの話があった。 

また、高齢期を海外で迎える際の課題として、

現地の社会保障制度への不慣れ、母国の文化や習慣からの乖離、体力の低下が挙げられた。進藤氏は、

日本人高齢者の海外での生活支援として、情報提供サイトの立ち上げ、情報伝達の機会の提供、集いの

場の開催、配食サービス、傾聴ボランティアの実施等に関わっており、海外で暮らす日本人高齢者支援

のためには、地域コミュニティの構築と仲間同士のつながりの強化の必要性が語られた。 

 

 

② 事例報告会の開催結果 

参加者の属性 

本調査研究事業のワーキンググループ構成員８名と登壇者３名（構成員以外）以外に、一般の参加者

21 名が参加した。 

 外国人支援に関わる団体・個人 13 名 

 介護施設・事業所 ３名 

 地域包括支援センター １名 

 その他 ４名  ※行政関係者 

 

アンケート結果 

 本報告会では、参加者に対して自由記述のアンケートを実施した。参加者の回答の中で、主な意見を

以下に示す。 

 

＜プログラムの内容についての感想＞ 

 アプローチの異なる様々な独自の取組を知ることができて学びの多い時間でした。（介護施設・事業

所） 

 今後、定住される外国人の方が増えてくると発生する課題について、いろいろな気づきがあって有

意義でした。（その他：行政） 

 外国人“高齢者”の課題については、市としては最優先とは認識しておりませんでしたが、今後、間

違いなく対応すべきと認識しました。（その他：行政） 

 様々な立場から実践されている取組や、その中で明らかになっている課題について学ぶ事ができま

した。多文化共生という言葉だけでなく、その背景を知る事がまずは必要であると感じました。（外国

人支援に関わる団体・個人） 
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＜外国人高齢者に対するケアに外国人介護人材が果たす役割についての意見＞ 

 母国でない場所で人生の最後を迎えた方々の“孤独”を理解できる外国人介護人材による介護サ

ービスの提供が可能な環境を整えるためにとても重要な役割を担う考えです。（介護施設・事業所） 

 今まで、どちらかというと人材不足のために外国人人材を受け入れてきたイメージがありましたが、介

護を受ける側も外国人が増えることにより、外国人介護人材の果たす役割も、重要性も非常に高ま

ってきていると思いました。日本型の介護の進め方等現場でもいろいろ苦労されていることが分かり

ました。（その他：行政） 

 外国人材も、今や社会や地域を“担う”側であるため、我々は多文化共生の社会づくりを進めていき

ます。（その他：行政） 

 多文化理解、多言語対応等において活躍して欲しいです。その際、在留資格がカベとなるならば今

後法改正も必要です。そして日本人への指導者にもなって欲しいです。（外国人支援に関わる団

体・個人） 

 当事者（利用者）の立場を理解するという点においては、日本人よりも深く出来ると思います。おそら

く国籍が違っても同じだと思います。利用者さんの支援を行う上では、個人に対する理解が非常に

重要だと思いますので、必要な支援等を検討する場合も、ご自身の経験が活かされると思います。

（外国人支援に関わる団体・個人） 

 介護現場で、どのように活躍する場面があるかを広い視点で考えられる人材育成ができている施設

は、まさに質の高いプロフェッショナルが育っていると感じます。外国人高齢者が言いたいこと、感じ

ていることを、心から共有できる交流ができる人材（文化を往還する力、多言語対応力）になれる方

たちです。日本人要介護の方たちにとっても、そうした人材とともに過ごせることが幸せにつながると

思います。（外国人支援に関わる団体・個人） 

 

＜その他＞ 

 地域包括支援センターに外国人窓口を提案して頂きたい。（介護施設・事業所） 

 地域で外国人の問題に取り組んでいる方々を横串で交われる場、拠点を持つための意見・情報を

出すことのできる機会を作っていく努力が必要だと感じています。（介護施設・事業所） 

 日本人が海外で介護を受ける事例もあわせて取り上げることで、より課題が身近に感じられたのでよ

かったと思います。（その他：行政） 

 外国人高齢者、また外国人医療/介護人材育成、定着支援についての事業はたいへん貴重です。

今後ともぜひ、みなさんのご活躍をたのしみにしております。（外国人支援に関わる団体・個人） 

 少し興味がある程度だったのですが、様々な実践、取り組みを聞かせて頂き、自分の地域の状況を

知り、出来ることをやっていきたいと感じました。（地域包括支援センター） 

 受け入れる段階で、その先を見据える必要性を実感、又、その環境を整えることは、受け入れること

の加速化にも影響すると思いました。（外国人支援に関わる団体・個人） 
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 報告会当日の様子 

  

  

  

左：いくのパーク正面入り口 

左下：事例報告会の様子 

右下：パネルディスカッションの様子 
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V. 事例集の作成 

 

1. 目的 

本調査研究事業では、地域の外国人高齢者の支援とそれに関わる外国人介護職員の活躍や役割の

把握を目的としていることから、外国人高齢者や外国人高齢者本人に対するヒアリングで得られた内容を

元に、「外国人高齢者の支援に関する事例集～外国人介護人材の活躍に着目して～」を作成した。本事

例集は、下記を目的として作成した。 

 

 外国人高齢者の支援に関わる・将来関わる予定のある団体や個人が、外国人高齢者に関する基本

的な知識や外国人高齢者を支援する上での工夫や配慮等を知ることで、外国人高齢者の支援や受

入れの準備ができるようになること 

 外国人介護人材が外国人高齢者の支援に関わる事例や効果を周知することで、外国人介護人材

の多様な活躍や可能性を認識してもらうこと 

 

2. 対象者 

本事例集は、高齢者施設・事業所等、これから支援に関わる方が参考にしてもらえるために支援方法

や必要な工夫について記載している。そのため、自治体だけでなく、多文化共生や今後、外国人高齢者

の受入れに係る機関、個人にも参考にしてもらうことを想定した。また、外国人介護職員にも手に取っても

らい、キャリアプランの参考にしてもらうことも視野に入れた。 

 

3. 事例集の構成 

本事例集では、外国人高齢者の支援をする際の流れに沿って、外国人高齢者を「知る」、外国人高齢

者やその支援者に「伝える」、外国人高齢者と支援を「つなぐ」、外国人高齢者を「ケアする」、外国人高

齢者と「集う」の５つの観点から、外国人高齢者の支援に関する事例をまとめた。 

 また、外国人高齢者の支援には、外国人介護人材が重要な役割を果たしていることから、支援に関わる

外国人介護人材の活躍にも着目し、これまでのキャリアや支援者の立場として感じること、今後目指すキ

ャリア等について掲載している。 
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4. 事例集 

作成した事例集は、下記の通り。 
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※本事例集は見開き印刷用のレイアウトのため、中央に位置する文字が一部切れて表示されている。 
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